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社会福祉法人 緑水会 

 

１．基本理念 

社会福祉法人緑水会は、地域に暮らす高齢者、障害者、子供たちに地域で暮  

らせる安心と信頼を提供し、共生できる地域づくりに貢献することを目標に、 

地域の福祉創造パートナーとして、社会福祉法人としての充実を目指す。 

ご利用者一人ひとり、地域の方々一人ひとりに信頼され、利用される施設を  

めざし、地域ニーズを尊重し、可能性の実現と生活の質の向上に努めることを 

目標とする。 

過疎化地域の中で社会福祉の拠点となるべく、役職員ともに地域社会の一員

としての自覚と目標をもち、常に誠意を持って質の高いサービスが提供できる

よう、地域行政、保健、医療等関連分野との連携を強化し、地域福祉の向上に

努めることを基本理念とする。 

― ミッション（使命）― 

・地域の福祉創造パートナーとして  

・地域で暮らす高齢者・障害者・子供たちに  

・地域で暮らせる安心と信頼を提供し、共生できる 

・地域づくりに貢献する社会福祉法人を目指す 

 

２．経営の方針 

少子高齢化、単身世帯の増加、雇用環境の変化により高齢者・障害者・子ど

もへの虐待、経済的な貧困、地域の中での孤立化など福祉課題・生活課題が多

様化・複雑化するなか、社会福祉法人の役割は重要となっている。  

このような、多様化・複雑化する福祉ニーズに対応しながらの各施設の事業

状況や財務状況等が適正かつ公正であるよう、経営に係る重要事項の議決機関

である評議員会、業務執行に関する意思決定機関としての理事会、理事の職務

執行や財務状況を監査する監事監査をそれぞれの権限・責務・責任の下に開催

していく。また、施設が所在する檜原村・あきる野市（行政）や近隣の法人・

施設・事業所等と連携を図り地域住民が抱える福祉ニーズを把握し公益的な取

り組みも努めていく。  
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３．事業の方針 

  新型コロナウイルスの分類が２類から５類へ引き下げられることから、感染

予防については、それぞれの事業主の判断に任されるようになる。当法人とし

ては今後も感染予防及び感染状況を把握しながら、各施設とも縮小や中止をし

てきた事業等を徐々に戻しながら進めていく。  

  今年度は、都道開設に伴う『ひのきのその』移転事業ついて、檜原村・あき

る野市と調整を図り、地域の実情や将来構想を踏まえ、東京都へ補助金申請を

行っていく。  

  法人として、今後とも、下記事業を維持継続してゆくこととする。  

 

（１）  介護老人福祉施設「桧原苑」の経営 

特別養護老人ホーム桧原苑 

短期入所生活介護事業桧原苑 

桧原苑居宅介護支援事業所 

障害者短期入所桧原苑 

（２）  「ひのきのその」の経営 

就労継続支援Ｂ型事業所 ひのきのその 

相談支援事業所 ひのきのその 

（檜原村障害者等・指定一般・指定特定・指定障害児） 

           檜原村地域自立支援協議会事務局運営 

（３）  生活支援センター「フィレ」の経営 

精神障害者地域生活支援センターフィレ       

（地域活動支援センターⅠ型事業） 

あきる野市障がい者基幹相談支援センター 

（障がい者基幹相談支援事業・障害者等相談支援事業） 

あきる野市障がい者相談支援センター 

          (指定一般・指定特定・指定障害児) 

あきる野市障害者虐待防止センター 

          (あきる野市障害者虐待防止センター事業) 

あきる野市地域自立支援協議会事務局運営 
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４、法人理事会、評議員会、監事監査実施計画 

  

 各事業所の運営状況に注視し、法律改正、行政状況等を把握しながら、法人の 

基本理念に従い、地域福祉の拡充を目指してゆく。下記の日程に従い、理事会、

評議員会、監事監査を開催してゆくこととする。 

 

令和５年度（２０２３年度）理事会の開催 

開 催 月 会 議 名 主 要 議 題 

令和  ５年  ６月  第１回 理事会 令和４年度 事業報告、会計報告、他 

     １０月  第２回 理事会 補正予算案、ひのきのその建替え計画、他 

１２月  第３回 理事会 補正予算案、都検査報告、他 

令和  ６年  ３月   第４回 理事会 令和６年度 事業計画、予算案審議  

随   時  理事会 必要事項の協議、評議員会議題検討 

 その他、状況により、随時理事会を開催し、業務について審議することとする。 

 

令和５年度（２０２３年度）評議員会の開催 

開 催 月 会 議 名 主 要 議 題 

令和  ５年  ６月  第１回評議員会  令和４年度  事業報告、会計報告、他  

     １０月  第２回評議員会 補正予算案、ひのきのその建替え計画、他 

     １２月  第３回評議員会  補正予算案、都検査報告、他 

令和  ６年  ３月  第４回評議員会  令和６年度 事業計画、予算案審議  

随  時 評議員会  必要事項の協議、議題検討、理事審議  

その他、状況により、随時評議員会を開催し、業務について審議することとする。  

 

令和５年度（２０２３年度）監事会の開催 

開 催 日 会 議 名 主 要 議 題 

令和  ５年  ５月  監事監査  令和４年度 事業、会計業務監査  

      ６月  監査報告  理事会出席、令和４年度 監査報告  

      ６月  監査報告  評議員会出席、令和４年度 監査報告  

随   時  理事会、評議員会  理事会、評議員会、常時出席監査 

その他、随時理事会、評議員会に出席し、業務について監査することとする。 



洗濯 掃除

ボランティア ボランティア ケアワーカーパート　・　ボランティア

看護師 調　理　員リハビリ
介護支援
専門員 相談員

ケアワーカー

パート
事務パートパート パート パート

樫3－1 欅3－2 松3－3 桐3－4

杉2－1 檜2－2

看護主任

ＰＴ

ＯＴ
リハビリ主任 調理主任

介護支援
専門員主任 相談主任

ＭＴ

各ユニット主任
栄養士

椛4－1 桜4－2 桃4－3 楓4－4

健康管理係 リハビリ係 調　理　係 栄養管理係 生活支援係 相談係 総務係

副施設長
内科医 精神科医

介護課 居宅支援事業 相談課 総務課

介護課長 所  長 相談課長 総務課長

施設長兼務

理事長

桧原苑 法人本部事務 ひのきのその フィレ

檜原村診療所 事務局
施設長 施設長 施設長

医療部門（嘱託医）

第三者委員 評議員選任解任委員

2　名 6名 2名 3　名

令和5年（西暦2023年） ４月１日 

緑　　　水　　　会
評議員　7名

緑　　　　水　　　　会　　　　組　　　　織　　　　表　　　

理　事 監　事

指導員

パート

施設内保育所準備室　

パート

施設管理

宿直パート

総務主任

事務員

生活支援員

パート
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令和５年度 事業計画 
 

                                               特別養護老人ホーム桧原苑  

 

１．基本目標 

  以下の三つの『Shin』を基本目標とし、全役職員が共通認識のもと、一丸となり 

その達成に努力する。 

信・・・信頼される施設創り  

真・・・真摯なサービスの提供  

心・・・心のこもった介護と看護  

 

２．事業方針 

職員一人ひとりが施設目標である『信・真・心』及びユニットケア (ご利用者本位

のケア )の理念である『暮らしの継続』を念頭に、ご利用者が“安心・安全・安住”

できるよう努めると共に、職員全員が“自分や自分の家族が利用したい”施設を目

指す。また、日々変わる社会情勢の中で、変化に対応できる新たな組織風土を構築

すべく、施設全体で様々な課題に取り組んでいく。  

昨年度、施設内で初めて新型コロナウイルスのご利用者への感染により、重篤に

なったご利用者や職員の感染などから、職員への過度な負担や想定外の支出が生じ

てしまった。今年度、新型コロナウイルスが新たな段階へ移行する中、ご利用者の

命を守るべく、また経営状況の安定を図るべく、職員全体で感染症対策の徹底を図

り、気を緩めないよう感染予防に努めていく。  

今年度は、人財こそが組織において価値を創造する担い手であることから、働き

やすい職場環境創り、人財確保と育成研修を重点課題として取り組んでいく。また、

看取りケアの充実から“アロマによる心地良い空間”を提供するため、ストレス緩

和・リラックス効果、ウイルス感染抑制作用もある「アロマテラピー（アロマケア）」

も引き続き進めていく。  

社会福祉法人に求められる活動として、地域が抱える複雑化・複合化した課題へ

の取り組みとして、利用者負担額軽減制度 (社会福祉減免制度 )や通所入浴サービス

(リフト浴・機械浴 )や通所介護及び配食弁当の提供などで地域に貢献していくと共に、

公正性や透明性を欠くことなく経営を行っていく。  

 

【重点課題】  

・人生の最終段階における医療・ケアの方針の決定の充実と満足度向上  

・待機者の確保と稼働率安定への取り組み  

 ・職員研修体系の見直しとワークライフバランス（人財育成）  

・多様性と心理的安全性の高い職場創り  

・大規模災害や新型コロナウイルス感染を含めたＢＣＰ（事業継続計画）の充実  

・業務の効率化と ICT の活用による生産性の向上  
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３．事業計画  

１）ユニットケアの質の向上  

   ユニットケアの質の向上のため、『暮らしの継続』を念頭に、「その人らしさア

ンケート (望む生活 )」「２４時間シート」を活用し、ご利用者が自律 (自分で決める )

した生活が安心して送れるよう支援する。また、重度認知症及び精神疾患・終末

期（看取り）を向かえるご利用者などに対し“アロマによる心地良い空間”を提

供すると共に、地産地消による手作りの食事やおやつの提供、季節の行事や装飾、

ユニット独自の行事を提供することで、ご利用者・ご家族等の満足度（桧原苑に

入居できて良かった）を高めていく。令和５年度はコロナ禍の中高齢者施設とし

て可能な範囲で、ユニット行事へのご家族の参加・協力をお願いしていく。  

    

２）施設サービス計画の充実  

施設には、施設サービス計画・個別機能訓練計画・栄養ケア計画・看取りケア

計画・経口維持計画などがあり、それぞれ専門職が作成する。それらの計画書は、

ご利用者の自律・残存機能の維持・生活の質の向上を目的とし、担当者会議を通

じて、多職種協働でケアの方向性やサービス内容を共有している。提供したサー

ビスの満足度評価とは別に、科学的介護情報システム（LIFE）※1 による分析（フ

ィードバック）を受けることで客観的な評価を受け、各種サービス計画を見直し

ていく。今後もご利用者・ご家族の意向・要望・顧客満足度を伺い、『暮らしの継

続』『その人の望む生活』を盛り込んだ各種サービス計画の充実を図っていく。  

 

３）経営の安定  

  低所得者の方や地域の方が容易に入居いただけるよう、当施設では減収となる

ものの利用者負担額軽減制度を積極的に取り入れている。従って経営の安定のた

めに稼働率は常に 100％を目指し、新たな待機者確保・退居から入居までの期間短

縮・空床ベッドの活用・介護報酬（新加算算定）を課題として挙げ、令和５年度

取り組んでいく。コスト面においては、職員全員が「自分の施設」として経営を

意識し、光熱水費・物品の取り扱い（破損・故障）・残業を含むコストとしての時

間など、職員全体で削減に取り組んでいく。  

 

４）働きやすい職場環境創り  

職員採用及び定着は、経営安定に欠かせない大きな課題であるため、様々な採

用媒体の活用やホームページ（SNS※2 活用含む）による広報活動、働きながら子

育てが出来る保育事業も引き続き行っていく。また、離職に繋がる人間関係の要

因を踏まえ「心理的安全性の高い職場」を構築するため、新たな職員面接の仕組

みを検討すると共に、面接に必要なカウンセリング技法を広めていく。他職種協

同連携も重要な要素となるため、全職種が互いに「専門性・役割・責任」を理解

しながら、更なる連携強化（巻き込む・繋がる・助け合う）を図り、価値観の多

様性を念頭に職員個々の遣り甲斐に繋げていく。  
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５）自ら考えて行動できる人財育成  

   役職や職種によって「役割・責任・権限」は異なる。また、経験値によって専

門性だけでなくマネジメント能力等が求められる。組織人としてこれらのことを  

意識し、「報告・連絡・相談」を行うと共に、組織人として P（Plan）・D（Do）・

C（Check）・A（Action）サイクル※3 の大切さを職員それぞれが認識する必要が

ある。そのため令和５年度は、階層別研修体系を見直し外部研修への参加や施設

内研修（課題解決型グループワーク）の充実を図っていく。同時に職域を越えた

話し合いの場（協調的交渉）を積極的に設けることで、「自ら考える力・実行でき

る行動力」を身につけていく。キャリアパス対応生涯研修課程への参加や人事考

課制度の評価項目の活用、業務管理シートの活用及び人事考課面接（年２回）を

通じて、職員のモチベーション向上に努めていく。  

 

 ６）業務の標準化と効率化  

   ユニット型特養として、経営面やサービスの提供等ある程度確立できてきた。

今後は、更に安定した経営を図るため、「時間 (コスト )」の使い方に着目し、業務

内容を洗い出し「ムリ・ムダ・ムラ」が無いかを検証し、各自の業務改善に努め

ていく。また、特定の職員しかできない業務や職員によってサービスの質にばら

つきがあるといった問題点を解消するためにも、業務の標準化（業務の見える化・

マニュアルの徹底）に努めていく。このことは、ご利用者の安全及び安心、職員

の確保や定着、業務の効率化にも繋がっていく。  

 

７）職員の資質向上と資格取得に向けた取り組み  

介護福祉士・介護支援専門員の受験資格のある職員には、積極的に資格取得を

支援し、介護福祉士の受験資格の無い職員に対しては介護職員初任者研修・実務

者研修取得を支援していく。また、キャリア段位制度※4（アセッサー・レベル認

定者増）の取り組みを継続し、職員のレベルアップとモチベーション向上に努め

ていく。その他、たん吸引等の認定証の交付を受けている介護職員は、内部研修

を行い技術及び専門知識の向上に努めていく。認定証未取得者に対しては、たん

吸引等実施研修に参加し、資格取得を目指す。無資格の介護職員に対しては、認

知症基礎研修の受講を支援し、専門性の向上に努める。  

 

８）施設環境整備  

建物や付属設備、備品や車両等については、定期的に点検を実施し、ご利用者

が安心・安全・安住に繋げられるよう、必要な修繕や備品の整備も行っていく。

また、５Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔・躾）についても職員全員が係わり、清潔

感のある施設を維持していく。このことは、施設見学を通じて新規職員採用や入

居申し込み者の増加に繋がると同時に、感染症予防にも繋がるので確りと取り組

んでいく。  
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９）事故防止と権利擁護  

   過去に起きた事故を忘れることなく、日常行われている人員確認や施錠の確認

は徹底していく。また、建物の内外を定期的に巡回し、危険箇所の有無を確認、

安全な環境を維持していく。その他、事故を未然に防ぐため、常にご利用者の状

態の把握に努め、それに基づいた施設サービス計画の見直しを速やかに行ってい

く。「ヒヤリハット」や「事故」が発生した場合は、原因分析及び再発防止に向け

た取り組みを迅速に行う。また定期的に事故を分析し、結果は全職員が共有し事

故防止に努めていく。  

虐待防止・不適切ケア防止への取り組みとしては、虐待の芽チェックリスト（入

所施設版）による自己点検を定期的に行い、集計・分析による課題抽出と不適切

ケアの改善に取り組み、入居者の尊厳を守り、権利が保障される施設創りを目指

す。  

 

10）感染症や災害対策（BCP：事業継続計画）  

   介護施設では業務を止めるわけにはいかない。業務を継続するためにも、感染

症や災害への対応強化が求められており、次のとおり対策を実施する。  

   感染症対策強化については、感染症対策委員会を中心に新型コロナウイルス感

染症マニュアル及び既存の感染症及び食中毒の蔓延防止指針の見直しを随時行い、

研修の実施や訓練を行っていく。災害対策強化については、防災委員会を中心に

大震災・水害・雪害・感染症・不審者等に対応できるよう、ＢＣＰ（事業継続計

画）を見直し、精度を上げたものにしていくと共に、研修や訓練を行っていく。  

その他、火災マニュアルに沿った消防訓練を定期的に実施し、有事の際には職

員全員が対応できるよう努め、ご利用者が安心・安全・安住できるよう取り組ん

でいく。また、笹野自治会との相互応援協定を踏まえた合同の防災訓練を実施す

ることで地域との協力関係を深めていく。  

 

11）檜原村（行政・地域）との連携  

   地域包括ケアの構築にあたって、桧原苑は地域の中核となるべく社会福祉事業

を行っていく。そのために檜原村の地域福祉計画・介護保険事業計画等を基に、

住民が地域で安心して暮らせるよう、檜原村（行政・地域）や福祉関係機関と連

携を図っていく。また、村内の社会福祉法人５法人による連絡会においても地域

ニーズの把握に努め、行政サービスの狭間の支援を模索していく。今年度もこの

取り組みの一環として、通所入浴サービス（リフト浴・機械浴）や通所介護及び

配食弁当を行っていく。その他、施設の理解を深めていただくため、地域の住民

や老人会・保育園児・小中学校の生徒等を招き交流会を行っていく。また、地域

の住民や老人会の方々には、交流会の機会に介護保険制度やサービスの活用方法

についての説明や意見交換等を行い、ニーズの把握に努め、地域に根ざした施設

として貢献していく。同時に地域との連携の一環として、食材の地産地消の取り

組みも引き続き実施していく。  
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12）第三者評価の受審 

施設はご利用者及びご家族等に対し、より質の高い福祉サービスを提供しなけ

ればならない。そのために第三者評価を受審し、施設の事業経営状況等を客観的・

専門的な観点から評価を受け、明らかになった課題点は真摯に受け止め、改善を

図り、サービスの質の向上に結びつけていく。 

 

13）在宅福祉 

（短期入所生活介護） 

要支援及び要介護者が、住み慣れた地域で生活を続けていくためには、ご本人・

介護者の負担を軽減していくことが大切である。当施設の２床は短期入所生活介

護事業専用となっているため、地域の社会資源として担う役割は大きい。このこ

とを踏まえ、居宅介護支援事業所や保険者と連携を図り、短期入所生活介護事業

を行っていく。また、『障害者短期入所サービス』の指定を受けているので、高齢

者のみならず障害者の受け入れも行っていく。   

今後も、在宅高齢者や障害者の虐待ケースについては積極的に受け入れ、社会

福祉法人としての重要な役割を果たしていく。  

 

（居宅介護支援）  

   地域包括ケアシステム構築にあたり、居宅介護支援事業所は、介護を必要とす

る高齢者が、可能な限り在宅で「安心・安全な日常生活」が送れるように、保険

者、檜原村地域包括支援センター、社会福祉協議会、地域医療機関、各種サービ

ス機関との連絡・連携を密に行い、居宅サービス計画の作成に努めていく。また、

地域の高齢者世帯を常に把握し、必要な情報提供を行い、状況に応じて契約者以

外の地域の高齢者に対しても、定期的に安否確認を目的とした訪問を行い、地域

福祉に貢献するよう努めていく。 

 

【文中解説】 

※１  科学的介護情報システム（ LIFE）：介護サービス利用者の状態や、介護施設・事業所で行ってい

るケアの計画・内容などを一定の様式で入力すると、インターネットを通じて厚生労働省へ送信さ

れ、入力内容が分析されて、当該施設等にフィードバックされる情報システムのこと。  

※２  ＳＮＳ： Social Networking Service（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）の略称。イ

ンターネットで社会的なネットワークを作り出せるサービスで、「 Twitter」「 YouTube」など様々な

種類がある。  

※３  ＰＤＣＡサイクル：Plan（計画）、Do（実行）、Check（測定・評価）、 Action（対策・改善）の仮

説・検証型プロセスを循環させ、マネジメントの品質を高めようという概念のこと。  

※４  キャリア段位制度：介護キャリア段位制度は、介護職員の資質の向上を図る人材育成プログラム

の 1つ。アセッサー（評価者）が標準化された基準のもとで、個々の介護職員の実践的なスキルを

評価・レベルを認定し、それを効果的な OJTなどにつなげていく仕組みのこと。  
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特別養護老人ホーム桧原苑建物概要 

 

１）施設種別及び定員 

  ・特別養護老人ホーム（ユニット型 防災拠点型地域交流スペースも整備）  

・定員１２０名（10 ユニット:入居定員 118 名･併設ショートステイ 2 名） 

 

２）建設所在地及び規模 

  ・所 在 地：東京都西多摩郡檜原村５６５０番８（笹野地区） 

・土地面積：６,０２６.０６㎡（１,８２２.８８坪） 

  ・構  造：鉄筋コンクリート造 

  ・階  数：地上４階建 

  ・建物高さ：１４．５７ｍ 

  ・建築面積：２,４３４.７６㎡ 

  ・延床面積：７,５５３.５０㎡ 

        ６,３０４．２６㎡ ※駐車場面積除く 

３）その他の規模 

    ・防災拠点型地域交流スペース ：２１３．４８㎡ 

  ・個室            ： １２．００㎡ 

  ・共同生活室         ： ６０．００㎡ 

  ・サブリビング        ：  ９．００㎡ 

  ・個浴室           ：  ９．００㎡ 

  ・２階多目的室        ： １９．１８㎡ 

  ・３階４階多目的室      ： ３０．００㎡ 

  ・２階機械浴室        ： ２４．００㎡ 

  ・３階機械浴室        ： ３０．００㎡ 

  ・４階機械浴室        ： １８．００㎡ 

  ・一般浴室          ： ２０．００㎡ 

 



　　　・介護報酬請求事務及び社会福祉等による生計困難者等に対する軽減制度申請を行う。

　　　・予算書、補正予算書、決算書を作成し理事会・評議員会での報告を行う。

　　　・福利厚生業務を行う（親睦会活動・ソウェルクラブ・その他福利厚生の推進）

　　　・各種規程の管理及び必要に応じて各種規程の修正を行う。

　　　・職員採用に伴う求人業務を行う。（広報・就職フォーラム・インターンシップ等）

　　②会　計

　　　・法人事務局の運営を行う。

　　　 でに月次報告を行う。

　　　・収入支出の執行が予算に沿って行われるように管理を行う。

　　　 繋がるよう常に努めていく。

　視野で広く持ち、管理業務全般に関わるマネジメントを行う。職員同士で情報を共有しながら

２．計　画

　　①人事・労務

　　　・職員の健康診断及びメンタルケア等の窓口事務を行う。

　常に向上心を持ち、資質向上に努めていく。

　　　・就業規則に基づく、適正な人事・労務諸手続きを遂行する。

　　　・行政等の各種届出や、ＩＣＴを活用したシステム（クラウド）等の移行を検討する。

　

　　　・働き方改革に則した労務管理、人事考課等の事務を行う。

総務課計画

１．方　針

  　人事労務や経理、広報や施設管理、法人事務局運営など、多岐にわたる業務の中で、専門性

　と正確性、協調性を十分に発揮し、その自己研鑽に努め、より良い「働きやすい環境」へ向け

　向け、改正等があった場合迅速に対応できるよう情報収集を行い、広くマクロレベルの視点を

　持ち事業経営に携わるものとする。

　　令和５年度においても前年度の事業実績を踏まえ「縁の下の力持ち」として組織を裏で支え、

　て積極的に関わっていく。また、社会保障や介護保険その他運営に関係する制度の動向に目を

　　　・会計基準に基づく適正な仕分処理及び帳簿の作成、経営状況の分析を行い、毎月20日ま　　　

　　　・各種補助金申請及び介護保険関係の申請（変更申請・加算申請など）を行う。

　　　・ホームページやソーシャル・ネットワーキング・サービスの運営管理を行う。

　　　・必要な支出、無駄な支出を把握し、報告及び迅速な対応を行う。また繰越金の増額に

　１）総務係
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　　　・防災委員会及び感染症対策委員会と連携し、事業継続計画（ＢＣＰ）を策定する。

　　ａ．施設内外の設備点検を定期的に実施し、保安管理に努め安全性を図る。

　　　・施設の設備は、より専門的な知識・操作等が求められる。設備に対する知識を身に付け

　　　 行うと共に、清潔保持に努める。

　　　・施設の美化、照明に配慮し、明るく綺麗な施設環境創りを行う。

　　　・エレベーターをはじめ、設備関係業者の窓口としての役割を担い、使用時の安全管理に

　　　 繋げていく。

　　　 ると共に、施設設備管理におけるマニュアルの整備・作成・維持管理に努める。

　　ｂ．職員の防災意識を高めると共に、地域と連携し訓練等を通じて、事業の継続に努める。

　　　 た管理業務を行う。

　　　・毎月の消防訓練計画を消防署に提出し、計画に沿った訓練（火災・震災）を実施する。

　　　・防災拠点型地域交流スペースを備えていることから、大規模災害時における地域住民の

　　　・車両（管理台帳や定期点検等）の整備及び管理を行う。

　　　・通院等の運転業務については、安全に留意する。

　　　・通院等の運転担当者の選任及び職員送迎表の作成や管理を行い、安全且つスムーズな運

　　ｄ．環境整備と営繕修理（備品・福祉用具）

　　　 用が行えるよう努める。

　　　・ご家族等の面会及びリモート面会の窓口業務を行う。

　　③庶　務

　　　　設の環境整備に取り組むことができるよう、主体となって発信していく。

　　ｃ．車両管理及び送迎（ご利用者・職員）

　　　 域住民受け入れに関するマニュアルの充実及び共同訓練の実施に努める。

　　　・リネン交換を定期的に行うにあたり、業者と連絡調整し、夏用・冬用布団の交換も含め

　　　 避難場所としての備蓄品の確保と避難場所事業継続計画を基盤とし、災害時における地

　　　・福祉用具である車椅子や特殊寝台等については、必要に応じて修理（業者依頼含む）を

　　　・全体行事や季節の祭事等で使用する各種備品の管理を行う。

　　　・施設内外の清掃、美化に努めるとともに、その実施方法や計画等を考案し、全職員で施

　　　・備品の管理及び備品保管倉庫等の整理を行う。　　　

　　　・車両内外の清掃・美化に努める。

　  ④施設管理

　　　・施設内売店及び喫茶ルーム「柚」の管理を行う。

　　　・各種届出書類、記録、受付等、文書管理規程に基づく書類整理・保管を行う。

　　　・施設の窓口となる接客、電話応対を行う。(相手に好印象が与えられるよう心掛ける。)
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◎ 消防署が実施する保安講習会への出席（防火管理者講習・危険物実務講習等）

夜間想定

◎ 電気安全点検・自家発電性能試験

BCPに沿った訓練（震災）/　LINE WORKS参集訓練

　また、下記のとおり各種点検や訓練等を実施する。

　　訓練計画は上記のとおりであるが、訓練内容の変更もある。

◎ LINE WORKSによる緊急連絡確認

◎ 危険物の点検整備・防災設備機器等の点検整備 　　　　 　

◎ 非常食の提供（防災意識向上の為４月～９月にかけて実施）及び防災研修（全職員対象）

　　　　　　３月

　　　　　１１月 BCPに沿った訓練（感染症）

昼間想定

　　　　　　２月

◎ スプリンクラー、煙感知器性能検査（年２回） 

　　　　　１２月 消防訓練（消火、避難誘導、放送、連絡対応等）

―不審者対策訓練

夜間想定

　　　　　　８月

　　　　　　９月
消防訓練（消火、避難誘導、放送、連絡対応等）
LINE WORKS参集訓練

夜間想定

―

令和　６年　１月 消防訓練（消火、避難誘導、放送、連絡対応等）

　　　　　１０月 消防訓練（消火、避難誘導、放送、連絡対応等） 昼間想定

　　　　　　６月
消防訓練（消火、避難誘導、放送、連絡対応等）
自衛消防訓練技術審査会への参加

昼間想定
―

地域住民受入訓練 昼間想定

　　　　　　５月 消防訓練（消火、避難誘導、放送、連絡対応等） 夜間想定

BCPに沿った訓練（土砂災害）
自治会等合同防災訓練

昼間想定

　　　　　　７月

訓　　練　　内　　容

いく。またＢＣＰ（事業継続計画）策定等義務化の背景から、自然災害・感染症をはじめとした

防災訓練等実施計画

複合化する災害と、施設独自の問題点を総合的に考慮し、実践的なマニュアルの精度を高めて

ていき、防災に対する意識をより高める一環として、前年度に見直された緊急連絡手段（ライン

計画の整備や見直し及び、地域住民受入れ体制の整備を図っていく。

　上記と共に、各訓練（火災・地震・感染症・その他の災害）を実施し職員個々の習熟度を深め

実施予定月

討していく。

BCPに沿った訓練（震災）/　LINE WORKS参集訓練 昼間想定

ワークス）を活用していく。自衛消防訓練技術審査会への参加については、感染状況を踏まえ検

令和　５年　４月
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　　　　　　９月

対    象    職    種

理事長 施設長 各課長　他

食中毒の予防について

看取りケアについて

管理栄養士

毎　　月

施設長 各課長 各係長　他

講　師　等

ユニット及び係内課題検討
情報共有
意見具申

主 任 会 議
（介護課・相談課）

令和　５年　４月 令和４年度　第三者評価について

実施予定月

特別養護老人ホームにおける看護職員と
介護職員によるケア連携協働（たん吸引）

全職員

施設長 介護課長　各係長
各主任他

介護課長
ユニットリーダー　他

　　　　　　８月 防火・防災の対策について

研　修　テ　ー　マ

会 議 等 実 施 計 画

名        称 開    催    日

係 長 会 議 第２火曜日　随時

職 員 全 体 会 議 第３水曜日

管 理 監 督 者 会 議 第２月曜日　随時

生活支援係

令和　６年　１月

　　　　　　７月 職員倫理規程及び行動指針

ユニット職員及び
各係職員　他

ユニットリーダー会議 毎　　月

ユ ニ ッ ト 会 議
各 係 会 議

毎　　月

　　　　　　５月

　　　　　１１月

　　　　　　６月

事故防止及び令和４年度事故分析について

身体拘束廃止委員会
虐待防止委員会

　　　　　　３月 令和６年度事業計画について 施設長

施設長

　　　　　　２月

　　　　　１２月

ユニットの課題検討
意見具申

職員職場内研修会実施計画

看護師

◎　研修テーマ及び講師については変更することがある。

医師・看護師

生活支援係

防火管理者

ユニットの取り組み等の報告

　　　　　１０月 感染症の予防と対策について

褥瘡について 看護師

人権擁護・身体拘束廃止について

安全対策委員会

評価機関

目的・内容

経営状況確認
施設運営事項決定
各課現状報告・課題共有

行事及び業務の確認
各係課題共有
意見具申

各係及びユニットの
課題検討
意見具申

施設方針伝達
委員会活動報告
意見具申
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１．方　針

　指す。

　　　桧原苑居宅介護支援事業所及び他の事業所、医療機関、各施設等とも連携を図り、待機者

　　の確保と社会資源としての有効活用がなされるよう方策を講じる。また、西多摩特養ガイド

　　の活用や病院・施設・保険者等への情報提供を行うことで待機者を増やしていく。

　２）相談援助

　　　日常生活及び健康面、経済面等の様々なご利用者の要望・不安に対応し、課題に対して外

　　めていく。

　３）ご家族への支援

　　行っていく。

　　部・内部の調整を行うことで、施設生活が「暮らしの継続」として安心・安全に送れるよう努

　　　ご利用者の生活を援助するのみでなく、行政手続き代行を担いご家族の負担も軽減する。

　　また、ご利用者の生活の様子も細目に連絡・報告を行い、情報共有することで、ご家族が安

　　心してお過ごしになられるよう信頼関係の構築に努めていく。新型コロナウィルス感染症や

　　インフルエンザ等の対応についても、ご家族に安心して頂けるよう随時情報提供、共有を

　　活用などにより稼働率１００％を目標とする。

　　う社会福祉法人軽減制度を周知するとともに積極的に活用し、社会福祉法人の使命として幅

　　広い受入れを行っていく。

　　　入居判定委員会では心身の状態に配慮が必要な方、緊急を要する方、終末期の方について

　　も多職種協働にて検討・調整を行い、公正・公平な入居調整に努め、空床のショートステイ

　１）経営の安定化

　　　経営の安定化を図るうえでは、まず稼働率を安定させることを目的に退居から入居までの

　　期間の短縮に努める。その為には新たな待機者の確保が必要となる。また様々なニーズに応

　　えていくため、低所得者及び生活保護のご利用者の方にもユニット型特養をご利用頂けるよ

相談課計画

　　施設経営の安定に稼働率が大きく影響することから、相談員は待機者の確保と迅速な入居調

　整に努め、またショートステイの空床利用を積極的に行い、ご利用者を第一に考えるのは勿論

　のこと、尊厳の保持やご家族、地域の方々の安心のため「相談・調整・連携」を重要な役割と

　認識し、相談援助業務を行っていく。また、一人暮らしの高齢者や高齢者世帯の増加、家族関

　キル・コーチングの視点を活用し、施設内外の専門職等との調整役を担うことで、“施設の中

　係の複雑化、地域のさまざまなニーズに応え、刻々と変わる制度の情報収集、協調的交渉のス

　施設相談員との関係性を深め、待機者確保と新たな加算の算定に繋げることで経営の安定を目

　　また、多職種協働で質の高いケアを提供すると共に、病院、介護老人保健施設相談員及び他

２．計　画

　核”として、ケアの質の向上、人財育成と定着、地域創り、経営の安定を図っていく。
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　４）リスクマネジメント

　　　ご利用者の安全においては、安全対策委員会及び係長会議等を通じ、環境整備や予防につ

　　いて具現性を重視した取り組みに参画し、事故防止に努めていく。また、事故・ヒヤリハッ

　　ト発生時は多職種連携で原因分析及び再発防止に努め、ご家族に報告を行うことで信頼関係

　　の強化を図る。

　５）人権擁護・身体拘束廃止

　　　「尊厳」に対する意識の向上に努め、適切なケアが行えるよう、要望・苦情委員会開催と

　　虐待防止・身体拘束廃止委員会参画により実施していく。特に身体拘束は人権を損ない・奪

　　うことを念頭に置き、身体拘束廃止委員会を中心に介護職への指導・育成を行う。又、「身

　　体拘束は行わない・虐待の芽を摘もう」を前提に、人権擁護を推進していく。

　６）苦情・要望相談

　　　ご家族・ご利用者からの苦情については、迅速な対応に努め、窓口としての苦情受付担当

　　者から責任者へ繋げ、円滑な解決に努める。苦情としていただいたご意見や、苦情までには

　７）困難事例への対応

　　　ご利用者やご家族が抱える大きな問題については、多職種協働での支援に加え、状況に応

　　じ行政への協力依頼や、社会資源活用により問題解決に努めていく。尚、虐待等緊急度が高

　　いケースの対応・受入れについては、行政との連携を密にし、多職種協働にて緊急の受入れ

　　に対応していけるよう、相談体制の維持を図る。

３． 地域との包括的な連携

　１）介護保険法改正に伴う地域包括ケアシステム推進について、保健・医療・福祉の連携を念

　　頭に置き、行政や医療機関とも連絡を密にしていく。また、インフォーマルな社会資源も活

　　用すべく地域住民と意見交換の機会を持ち、社会資源として「地域貢献」を模索していく。

　２）地域交流会や広報紙により、ニーズの把握や情報提供を行い、より身近で信頼される施設

　　を目指していく。又、地域住民の方々が、必要な時に必要なサービスを受けられるよう、受

　　入れ相談窓口として「心のこもった」対応を相談者に感じていただけるよう努めていく。

４． 短期入所生活介護

　１）事業運営の基本方針

　　サービスがより身近なサービス・身近な施設としてご理解いただけるよう努める。

　　また、必要に応じて第三者委員会に繋げていく。苦情としていただいたご意見を改善する事

　　により、施設サービスの向上を図る。

　　　短期入所生活介護専用２床、空床８床について、桧原苑居宅介護支援事業所及び他の事業

　　所と連携しながら利用者確保に努め、社会資源活用と安定的利用に繋げていく。また、在宅

　　での生活が円滑に出来るよう受け入れを行う。ご利用者のニーズに着目するだけではなく、

　　在宅で介護を行っているご家族も含め支援することを目的として受入れを行い、短期入所

　　至らないご要望はご利用者懇談会などを通じて要望苦情委員会にあげ、円滑な解決に努める。
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　２）障害者短期入所事業

　　「障害者短期入所サービス」の指定を受け、高齢者のみならず障害者の受け入れも行い、地域

　　の様々なニーズに対応していく。

役
割
・
責
任

・入居業務～相談、問い合わ
　せ、申込書受付、待機者管
　理、事前面接、入居調整、
　書類作成等
・退居業務～急変時対応、家
　族対応、葬儀業者と調整、
　行政手続き、退居事務処理
・短期入所～利用受付、居宅
　事業所との調整、事前面接
　書類等
・入院対応～家族連絡、医療
　機関との調整、入院援助等
・事故対応～事故発生時の確
　認、家族連絡、多職種連携
　での原因分析、介護職員へ
　指導・助言等
・入居判定委員会の開催～情
　報提供、優先順位に配慮し
　た判定の実施
・要望・苦情委員会の開催～
　適切なケアが行えるよう多
　職種で検討
・行政機関との調整～行政手
　続、相談対応、困難事例の
　対応
・相談係職員のスキルアップ
　の指導・育成等

・入居業務～相談、問い合わ
　せ、申込書受付、待機者管
　理、事前面接、入居調整、
　書類作成等
・退居業務～急変時対応、家
　族対応、葬儀業者と調整、
　行政手続き、退居事務処理
・短期入所～利用受付、居宅
　事業所との調整、事前面接
　書類等
・入院対応～家族連絡、医療
　機関との調整、入院援助等
・事故対応～事故発生時の確
　認、家族連絡、多職種連携
　での原因分析、介護職員へ
　指導・助言等
・入居判定委員会、要望苦情
　委員会、他委員会への参画
・ご利用者のアセスメント・
　モニタリングの実施
・ご利用者の物品購入業務～
　受付、発注、支払い等
・ご利用者懇談会の開催～毎
　月開催しコミュニケーショ
　ンを図る
・全体行事の起案・調整～地
　域交流会、敬老福祉大会等

・介護保険請求業務～該当月
　の情報確認、認定、減免、
　加算等のデータ処理、実費
　項目のデータ処理、計算処
　理、国保連への伝送、請求
　書作成・発送等
・預り金業務～通帳管理、出
　金・入金処理、立替金管
　理、医療費・利用料等の支
　払い処理等
・行政手続き～介護保険、医
　療保険、年金関係の各種申
　請、収入申告、確定申告、
　その他行政機関提出の処理
・入居、退居時の事務処理～
　システム入力処理・管理。
　行政機関及び金融機関等の
　事務手続き
・短期入所～受入れのシステ
　ム入力・管理等の事務処理
・事故対応～事故発生時の確
　認、家族連絡等
・ご利用者の物品購入～物品
　購入に際し預り金関連業務

そ
の
他

・人権擁護、虐待防止のため
　多職種連携で指導・育成の
　実施
・ご利用者及びご家族・関係
　機関との相談対応等
・相談係会議の定期的な開催

・多職種連携で利用者の生
　活・体調等の情報収集を行
　い、ご家族に連絡、情報共
　有を行う
・行政手続き～各種届出の書
　類作成、提出等

・ご利用者の相談・要望等に
　ついても上長に速やかに報
　告し早期の対応に努める。
・ご家族との連絡調整を行
　い、信頼関係の構築に努め
　る。

相談係の専門性と役割
係長の役割 相談員Ａ 相談員Ｂ

全
体
像

入退居業務及びご利用者から
の相談要望に関わる業務を多職
種連携及び関係機関協働でご利
用者の生活を支援する。相談係
員の業務改善（負担軽減）に努
めると共にスキル向上と標準化
のため、指導・育成を行う。ま
た、稼働率の確保により経営の
安定に努める。

入退居業務及び短期入所生活
介護の実務及び行政事務を行
う。また、ご利用者の生活面・
健康面・経済面等での要望・課
題に対してご家族・関係機関等
と連携を行い、多職種連携でご
利用者が安心して生活出来るよ
う努める。担当相談員の事務処
理が円滑に進められるよう指導
を行う。

ご利用者の預り金業務と介護保
険請求業務を遂行する。また、こ
れに関連する証書類管理や行政・
制度手続きの実務を行う。ご利用
者の相談・要望及び生活のご様子
についてもご家族との連絡調整に
ついて遂行する。
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　　　ユニット型特養の機能を活かしたケアが提供できるよう、ソフト面である職員の専門性の

　２）個別ケアの実現

　　基づいた情報収集（傾聴・観察力・成育歴の活用・要望の聞き取り）や情報提供により、信

　　時間の把握と業務の見える化によって業務効率化・標準化に繋げ、且つ人財育成の効率化も

　　図っていく。（新人職員や中途採用職員の研修期間短縮に繋げていく。）

　役割を意識する。④ご利用者の大切な時間を守る。同時に、各専門職の「役割」「責任」「権

　　向上（ご利用者の満足度に繋がる５つの基本ケア ①起きる ②食べる ③排泄 ④清潔 ⑤ア

　　可能な限りサービスの提供を行っていく。

　　　ユニットに於いて個別ケアを提供・充実させるにあたり、業務の標準化が重要である。そ

　　　ご利用者個々の有する能力に応じた自律支援（①自分でできる。②人と繋がれる。③閉じ

　　供できる人財育成に努める。また、ユニット型特養内で、プライベートスペース・パブリッ

　　頼関係をより深め、多職種協働していく。前年度、精神的ケアへの取り組みとして導入した

　３）２４時間シート活用の充実

　　③認知症ケア）と“ 心に寄り添うケア（接遇マナー・コミュニケーションスキル）”が提

    「アロマテラピー」を、今年度も様々な場面で活用し、その人らしい「穏やかな生活」の実

　４）人財育成と役割の明確化

　　　２４時間シートは作成後、ご家族に送付することでご家族のケア参加等に繋げていく。

　　クスペースを意識した“普通の生活（暮らし）”の中で、余暇活動の充実を図っていく。

　　現に繋げる。また、新型コロナが収束後は、ご希望の外出計画に沿いながら安全に配慮し、

介護課計画

　　　自ら考えて行動できる職員の育成には、コーチングが重要なことから、指導者はスキルを

　１）ユニット型特養における各職種の専門性

　　のために２４時間シートを活用し、初めて適正なケア時間を知ることが可能である。適正な

　　クティビティ、ご利用者の安心に繋がる３つの専門ケア  ①日々の健康管理 ②看取りケア

　　こもらない。）を念頭に個別ケアを提供して行く。そのためにコミュニケーションスキルに

１．方　針

　　ユニット型特養では、職員の専門性（細やかな気づき）が問われ、ご利用者への全人的介護

　ごす生活”を念頭に、施設をコミュニティと捉え個別ケアを提供していく。

　高いケアの提供に繋げていく。①安全を優先する。②相手の立場に立って行動する。③自身の

　限」を明確にし、職種間の協調性（尊重）の中で『なぜそれが正しいのか』『なぜそれが最善

　　個別ケアの提供に当たっては、介護課職員に対して以下４つの行動基準を周知徹底し、質の

　か』を繰り返し、本質に向けた原因究明を行える“考えて行動できる人財育成”を目指す。

２．計　画

　のため、チームケアと職員間の連携が重要となる。同時に介護、看護、栄養、リハビリ、相談

　等、それぞれの専門性を踏まえたご利用者の“暮らしの継続”“その人らしさ”“楽しんで過
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　　　事故・ヒヤリハットにおける原因の特定・要因分析（SHELL分析の活用）、対策について

　　は、多職種協働で話し合い、決定していく。尚、事故対応の徹底と再評価については、介護

　　に取り組み、苦情を未然に防ぐ事で質の向上に繋げていく。重大な事故（転倒骨折・誤飲・

　　者・ご家族の要望や満足度を把握できる関係を構築するよう努め、要望の段階で個別の改善

　　キャリアパス対応生涯研修の活用やキャリア段位制度の推進、業務管理シートの各自課題・　

　　　ご利用者満足度調査（その人らしさアンケート）・モニタリング評価・２４時間シートを

　　転を図ることで経営の国際化・職場内の活性化を通じ「人づくり」に努めていく。また、新

　６）施設サービス計画の参画

　　たな多様性受入れの視点と外国文化の理解とその育成指導により、協調性と積極性を学び職

　　・相談・看護・リハビリが連携し、繰り返し事故の防止に努める。苦情については、ご利用

　　く事で上記事故の再発防止に繋げていく。（PDCAサイクルを活用していく）

　　誤薬）等の対策については、安全対策委員会で原因を分析して、対策を講じ、評価をしてい

　　人の意向を反映できるよう、より能動的なプランの策定に努め、ご本人、ご家族の意向に寄

　　を意識したチーム創りに繋げる。合わせて職員の多様性を受け入れ、働きやすい職場創りへ

　　員の自己覚知と次世代の育成を図っていく。

　７）苦情及び事故防止への支援

　　引き出し従業員満足度（ＥＳ）や職員のモチベーション向上に繋げていく。

　　ユニット外出等の活動を推進することで、ご利用者の「五感」に働き掛け、笑顔や自律心を

　　踏まえた課題を抽出、施設サービス計画作成に繋げる。今年度も「望むこと」「やりたいこ

　　会や、ベテラン職員による技術指導などを行い、事例研究や事例発表に取り組む。

　　と」が継続できるよう、生活リハビリも更に充実させていく。また「終末期の意向」、ご本

　　質の評価と科学的介護の取り組み（PDCAサイクル）を推進する。

　　り添った終末期ケアの提供、日々の口腔ケアと誤嚥性肺炎予防、楽しみとしての食事の充実

　　　ユニット毎の“特徴（ウリ）”であるユニットレクリエーション・ご家族参加のユニット

　　内行事や外出、ご利用者・ご家族・職員と行う手作りおやつ・備品装飾（模様替え）・個別

　　研修希望を尊重することで、モチベーション向上に繋げて、学習する組織を構築する。

　　、重度認知症の精神的ケア、緊急時の速やかな対応に努める。令和５年度も介護サービスの

　５）ユニットケアの質の向上と職場内研修

　　　引き続き、外国人技能実習生・特定技能外国人を受け入れ、介護の技能・技術・知識の移

　　の取り組みを行う事で、“幸福感の追求”を促し、それぞれ責任ある仕事を任せることで、

　　自身の裁量の範囲を広げ、“幸福度を高めていく”よう努める。

　　　ユニット内研修会では、ユニットの課題を抽出・検討、外部研修報告、専門職による勉強

　　学ぶ必要がある。会議における進行もファシリテータースキル＊（P44参照)を活用するよう

　　伝える。また、令和５年度より、施設内で階層別研修を実施し、人財育成と仕事の遣り甲斐
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１．方　針

　　

　１）アセスメント方式

　　　アセスメント票は、相談・生活支援・健康管理・リハビリ・栄養管理の各係ごとに記入す

　　る施設独自方式とは別に、２４時間シートを活用する。２４時間シートの充実にあたっては、

　　　ケアプランの課題・ニーズの把握にあたっては、ご本人の「困っていること」「できない

　　ユニット会議を通じて個々のスキルを上げ、業務の効率化・均一化に努める。

　　こと」といったネガティブな面に視点が向き、受動的なサービス内容も多くなりがちだった。

　　「望むこと」「やりたいこと」など、ご本人の意向を反映できるよう、ご利用者満足度調査

　　等を通じて、より能動的なプランの策定に努める。

　事」を生活リズム毎にアセスメントし、ケアプランと連動しながら個別ケアに繋げていく。

　し、ケアプランだけでは表現できない「意向・好み」「自分でできる事」「サポートが必要な

　　事故防止・日常生活機能維持の視点では、事故対策の共有・リスク軽減を目的としたサービ

２．活動計画

　ス提供（口腔リハビリ・口腔内清潔・転倒予防体操・趣味活動等の提供）に努める。　

　２）課題・ニーズ把握

　成可能なものとし、且つご利用者のポジティブな部分に着目し「安心・安全・安住」を念頭に

　置き、ご利用者・ご家族の参加でケアプランを作成していくものとする。また、入院・褥瘡等

　の体調変化及びモニタリング及びケアプラン実践記録を通じて現状のケアを評価し、随時ケア

　　ケアプラン作成にあたっては、「顧客満足度（ＣＳ）」の視点でご利用者満足度調査を実施

　し、アクティビティ等のサービスに反映していく事で、ご利用者が一人の人間として尊厳を保

　ち、喜びを持って日々の生活が送れるようなケアに繋げていく。併せて２４時間シートを活用

　プランを修正していく。

施設サービス計画（ケアプラン）

  　ご利用者の心身の状況を踏まえ、可能な限りご利用者自身の自律・残存能力の維持・生活の

　質の向上を念頭に、施設サービス計画（以下：ケアプラン）を策定する。また、ケアプランの

　策定にあたっては、人生の最晩年期に関わる責任を踏まえ、その人らしさを意識し「その人の

　望む生活・普通の生活」が施設内で実現できるよう、５つの基本ケア（①起きる　②食べる　　

　③排泄　④清潔　⑤アクティビティ）を個別にケアプランに盛り込み、ケアと連動することで

　生活の質の向上を図っていく。尚、ケアプランにおける課題（ニーズ）や目標は可能な限り達
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　　　サービス担当者会議の開催にあたっては、各係のアセスメントを踏まえた上で、介護支援

　　専門員がケアプラン原案を作成する。会議時間の有効活用のため、ケアプラン原案及び各係

　　のアセスメント票を予め配布し、課題・サービス内容について各担当者で確認のうえ、会議

　　に臨む事とする。コロナ禍によりしばらくサービス担当者会議へのご家族参加を見合わせて

　　いたが、今年度からは感染状況を鑑み、検討していく。

　　　今後、施設での看取りを希望されるご家族が更に増えてくると考えられる。ご利用者が望

　　む形での最期を迎えるために、ご利用者の意向確認を行うと共に、看取り期においては、随

　　時カンファレンス会議を開催し、ケア内容や留意点・各職種の役割を明確にする事で、最期

　　の時をより豊かに過ごしていただけるよう支援していく。また、看取り後には職員・ご家族

　　向けアンケートを行い、ケアの振り返りを行い、引き続きケアの質の向上に繋げていく。

　　　　　　　　生活支援係長･ご利用者･ご家族等（希望に応じて）･施設長（必要に応じて）

　　・そ の 他：看取りケアの移行に伴い、看取りケアプランを作成した場合は、毎週モニタリ

　　　　　　　　ング評価を実施して、ご家族に情報提供していく。

　５）ケアカンファレンス

　　よう、各係が発信し随時ケアカンファレンスを開催する。各係だけの課題とせず、認識のす

　　　　　　　　連絡し、出来るだけ多くの担当者が出席できるよう会議日程を調整する。

　　　　　　　　ご家族参加の場合は、ご家族の予定を伺い、会議日程を調整する。

　　り合わせを行い、多職種連携で改善策の提案を行う。

　　・出 席 者：居室担当者･看護師･管理栄養士･理学療法士･相談員･介護支援専門員

　　　ケアプランの変更を伴わない軽微な心身状況の変化についても関係職種が情報共有できる

　　・会議調整：会議予定表作成にあたっては、介護支援専門員が月毎の対象者名を各専門職に

　　・日    程：原則として、月曜～金曜日

　　・場    所：原則として、会議室

　　見直しを行っていく。以降ケアプランの見直しは原則、半年に１回行う。モニタリングの実

　３）モニタリング評価

　　施により短期目標の達成状況や、サービス内容の不一致・不具合についてはケアプラン実践

　　記録等を参考に評価し、必要に応じてケアプランを修正する。入退院等の体調変化による身

　　体及び精神面の変化時は、再アセスメント・モニタリング評価を通じて、臨時のサービス担

　　当者会議を開催し、ケア内容の確認、ケアプランの修正等を行っていく。　

　４）サービス担当者会議

　　　新規入居時に作成したケアプランは、概ね３か月程度を目処にモニタリング評価を行い、

　　・対 象 者：１回の会議にて原則１名
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２．活動計画

　１）ユニット型特養としての対応

　３）感染予防

　４）喀痰吸引と経管栄養

　　　介護職員が吸引等を実施するに当たり、医師や看護師との連携や、役割分担が重要であり

　　施設内研修（介護職員対象）・吸引指導・実施計画書作成・報告等の業務を行う。

　５）褥瘡予防

　　を継続し、必要に応じて感染症対策委員会を開催し、早期対応で蔓延防止に努める。

　　ある苑での生活の質の向上に努める。昨年度からの取組として、「アロマテラピー」をユ二

　　明確化していく。また、個別性を踏まえたエビデンス（根拠）に基づく看護を通じて、日々

　　　介護と看護のケア連携強化のため、受け持ち担当制を導入し「役割」「責任」「権限」を

　　和し、人間としての尊厳に十分配慮しながら様々な支援を多職種で連携して行う。施設の医

　　ットケアに取入れている。引き続きアロマテラピーの「香りの力」を活用しご利用者の心と

　　体、そして日々の生活（余生）がより豊かなものとなるよう努める。

健康管理係援助計画

　　施設ご利用者の重度化に伴う医療ニーズの高まり、認知症及び精神疾患を持つご利用者も多

　くなっている。さらに、地域では一人暮らしの高齢者や、高齢者のみの世帯の増加、地域社会

　が抱える課題が多様化且つ複雑化している。施設看護師は、主治医の指示や配置医から権限移

１．方　針

　　の健康管理・看取りケア・喀痰吸引指導・精神疾患へのケアと、「生活の場／終の棲家」で

　譲された中で医療的な判断や処置等を行い、総合的な医療提供の中心的役割として多職種と連

　携し、ご利用者やご家族の生活の“安心”に繋げていく。また、終末期等に於いて、多職種協

　働でより良い看取りケアを追求し提供していく。

　２）看取りケアの充実

　　療体制として、看護師は２４時間の連絡体制を確保し、細かな主治医との連携を行うことで

　　　感染予防対策は標準感染対策（スタンダードプリコーション）を職員全員が習得できるよ

　　う研修等で指導する。コロナ対策緩和の中、ご利用者が安心・安全で過ごせるよう感染対策

　　の回避　③栄養改善による皮膚状態の改善　④早期発見・早期対策による重度化回避を念頭

　　　近い将来死が予測されるご利用者に対し、その身体的・精神的苦痛や苦悩をできるだけ緩

　　ご利用者にとって安楽な終末期が送れ、併せてご家族の「心」に寄り添うよう努める。

  　　褥瘡の予防対策は、主に褥瘡対策委員会を通じてリスクを共有、対策を講じていく。

　　令和５年度も引き続き①臥位・座位における継続的な圧迫の軽減　②皮膚の清潔保持、湿潤 
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　　密な連携を行い、ご利用者・ご家族の安心に繋げ、健康の維持に努める。また、薬局と連携

　　し、ご家族へ薬剤情報提供書(処方及び変更理由含む)を送付、健康面の情報提供に努める。

　９）その他の医療機関との連携

　　医師及び健康保険協会の指示のもと適切な助言を行い、職員の健康維持に努める。また、職

　　　褥瘡・処置・膀胱留置カテーテル・口腔ケア・感染症対策・ＡＥＤ含む緊急対応等）　

　　腔内のトラブルについては、介護・看護・歯科医等で連携し早期対応に努める。歯科医・歯

　　ンファレンスの開催は、今年度も引き続き実施していく。

　　（参加者：歯科医師・歯科衛生士・看護師・ケアワーカー・管理栄養士・介護支援専門員）　

　　科衛生士とケアワーカーの連携強化のため、毎月１回訪問診療日に情報交換を行うためのカ

　　　定期的な通院や入院を通して協力医療機関及びその他医療機関（泌尿器、婦人科他）と緊

１０）職員の健康管理

　　　年１回全職員対象の健康診断・年２回夜勤を行う介護職員対象の健康診断結果を管理し、

　　より安全・快適な食事の摂取に繋げ、誤嚥の防止と肺炎の予防を行う。日常生活における口

　　て、精神相談に繋げる事により、服薬コントロールや日常生活における関わり方等について

　６）主治医（檜原診療所）との医療連携

　　におき、看護師を中心に気づきを深め、引き続き褥瘡ゼロを目指す。また足の白癬爪が原因

　８）歯科医及び歯科衛生士との医療連携

　　　疾病や外傷等の医療を必要とするご利用者に対して、定期的な診療及び主治医への定期的

　　な状態報告に繋げ、必要に応じて服薬管理を行う。また、体調が急変された際は、看護師が

　　の潰瘍も課題として認識し、苑全体での爪白癬の軽減に努めていく。

　　２４時間連絡体制で相談を受け、必要に応じて主治医に指示を仰ぐ等の対応を行う。

　　　認知症及び精神疾患を持つご利用者及び地域の高齢者（ショートステイご利用者）に対し

　　アドバイスや指示を受け、メンタル面の支援等によって“穏やかな生活”を送って頂く。

　７）精神科医との医療連携

　　①新人研修（随時）：緊急時の対応・医療知識及び技術（酸素吸入・喀痰吸引・経管栄養・

１１）職員研修（施設内）の企画調整

１２）看護業務の質の向上と教育及び指導

　　①看護スタッフによる定期的な会議・外部研修の参加・勉強会を行いスキルアップを図る。

　　　歯科医による治療・検診・義歯作成及び義歯調整、歯科衛生士による口腔ケア等の実施に

　　員の身体面のみでなく、心も健康で仕事が出来るようにストレスチェック等を行い、嘱託医

　　②感染症予防・褥瘡の予防・看取りケア・急変時の対応・喀痰吸引（実習指導含む）

　　との連携により精神面でのフォローをしていく。

　　②看護業務関係のマニュアルの見直し・新たなマニュアルの追加と周知徹底を図る。
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４月

８月

１０月

１１月

毎月

　　　ストレスチェック 全職員対象

　　インフルエンザ等予防接種 全ご利用者（希望者）、全職員（原則全員）

　　職員健康診断 夜勤勤務職員対象

実施日及び内容

①　主治医による診察

看護内容

毎週水曜日午後 / 檜原診療所　内科医師

※感染症・褥瘡については、各委員会を通じて予防に努める。

週間・年間看護業務計画

週間

②　精神科医による診察 月２回実施 / 精神科医師

毎週火曜日・土曜日
（土曜日は歯科衛生士のみ）
たけのこ歯科による歯科診療・口腔ケア指導

　④　ご利用者健康診断（諸検査）
　　　※新規入居者・誕生月入居者

檜原診療所通院
（胸部レントゲン、心電図、血液検査）

⑤　バイタル測定
　　（血圧、脈拍、体温）

　　　体重測定 全ご利用者

要観察者及び新規入居者は、随時実施
その他ご利用者は、入浴日に実施

③　歯科医による診察・口腔ケア

全職員対象   /  生活習慣病予防健診　　職員健康診断

通 院 業 務

項目 内容・詳細

通院準備

対象者の状態・経過を把握する（当日のバイタルを含む）
移動手段（ストレッチャー・車椅子・歩行など）を担当者に指示
車酔いの有無を確認し、必要時酔い止めの内服
服装・掛け物などの確認（パンツ・オムツなど含む）

持ち物確認

通院者の基本情報及び保険証・診察券・医療証・予約票
医師の紹介状（必要時は過去のデータ・介護明細記録）
内薬（定時・臨時）の情報
その他必要に応じて、レントゲン写真、替えのオムツ・パット・パンツ
清拭、ビニール袋、連絡用携帯電話、事務所にて現金等を預かっていく

入院の可能性が
ある場合

着替え・バスタオル・タオル・その他、生活に必要な所持品を準備
処方薬・看護サマリーも必要となる
（身長・体重・その他、最終排便の確認）
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時間

8:30

9:50

11:30

13:00

16:00

17:00

17:30

報告受け 看護スタッフより報告を受ける

16:30 申し送りＰＣ入力

14:00 臨時薬準備セット
翌日の入居確認
書類整理等
指示の実施

指示の実施
報告の際に受けた指示の実施・対応（服薬変更・処置等）
巡回 要観察者の状態観察
〈健康管理業務〉
翌日の入居の確認（書類・食事箋等）及び準備

夜勤者への申し送り事項、翌日の伝達事項、要観察者の検温
処置等の指示

出勤 担当業務確認(処置・通院介助）予定確認（受診・入退院等）

9:00 朝礼・申し送り

リーダー業務

項目 内容・詳細

9:15 看護室申し送り
※主治医に報告

指示変更の確認・情報交換（内服および処置の変更など）
急変者がある場合、受診の可否を主治医に相談する

職員全体朝礼への参加
事故報告・体調不良者の聴取
行事予定・各係からの連絡事項・業務予定聴取
通院・診察など予定者の報告
入浴可否の指示

全ご利用者の状態把握・要観察者のチェック

11:00 看護スタッフから
の報告受け
（報告簿ＦＡＸ）

通院、処置等、各担当看護師より報告を受ける
主治医、内服の指示切れ確認
往診日(水)は報告簿を診療所へＦＡＸ送信（１１：３０頃まで）

ﾐﾆｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 問題点等、必要時スタッフとカンファレンス

巡回

主治医へ報告 水曜日（往診日）以外は電話にて状態報告・指示受けをする
主治医の指示の実施・対応（服薬変更・処置など）
※土曜日は１２：００までに報告

昼休み

12:00 食事介助
服薬介助

ユニットの食事介助・摂取状態の観察
食事の様子観察をしながら、服薬介助を行う

記録の入力 記録の入力・その他業務の確認

終業
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時間

9:00

11:30

12:00

13:00

16:00

17:00

17:30

観察者、発熱者等状態観察伝達リーダーへ報告

昼休み

14:00 処置の実施 午前の便秘処置者の排便確認・対応　/　午後の便秘処置
入浴後の処置の実施
<健康管理業務>
定期バイタル測定（血圧測定）
定期身体測定（体重・身長など）
<看護ケア>　爪きり・耳そうじ・手浴・足浴など

報告 リーダー（看護師）へ報告を行う

受け持ち担当業務

項目 内容・詳細

8:30 出勤 当日の担当業務確認（処置・通院介助など）
当日の予定確認（受診・診察・入退院など）
排便の確認（便秘者の確認）

朝礼 原則全員参加 ※コロナ禍のため当面代表1名参加

9:15 看護室申し送り
処置準備

指示変更の確認・情報交換（内服および処置の変更など）
点眼・軟膏・湿布など、必要物品の準備
看護室内線電話（ＰＨＳ）を持ってラウンド

9:30 処置の実施
※胃瘻対応

バイタル測定、点滴指示時施行、胃瘻・便秘の対応
各ユニット担当者と、対応方法を相談のうえ
（坐薬・浣腸・内服など）処置の実施
別紙「処置一覧表」を参照にて処置を実施
浴室からの連絡にて、入浴後の処置対応実施

11:00

食事介助
服薬介助

ユニットの食事介助・摂取状態の観察
食事の様子観察をしながら、服薬介助を行う

ﾐﾆｶﾝﾌｧﾚﾝｽ
処置の実施

血糖検査、インシュリン注射

16:30 片付け 処置台の片付け。
使用物品の補充・摂子など機械類の消毒・洗浄
（土曜日はオートクレーブの清掃・水交換・カストなど滅菌）

記録の入力・他
※胃瘻対応

記録の入力・処置一覧の変更・胃瘻の対応
その他業務の確認

終業
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看取りケアのステージごとのケア
ステージ

栄養士

ステージ

主治医

看取り手順書（桧原苑）

ステージの定義と必要なケアのポイント

（1）
入居後

○介護施設は、生活をしているご利用者にとって看取りの時期だけ良いケアを受けられても、そ
れまでのケアが疎かであれば満足な「死」とは言えない。ご利用者が一人の人間として尊厳を保
ち、喜びを持って日々の生活を送ることができるケアの提供を目指した福祉の実践である事を理
解し、技術面にとどまらず精神論を共有することで、桧原苑のより良い看取りケアを提供する。
○人は必ず最期を迎えるが、入居にあたりご利用者自身が、苑での生活に於いてどのような最期
を迎えたいかを、信頼関係を構築する中でイメージを作って頂く時期である。

ご利用者及びご家族の状態
○ご利用者は、入居に伴う環境及び人間関係の変化に伴い、精神面の不安定さが懸念される。
○入居に至るまでのご家族の葛藤（施設に入居させて良かったのだろうか？本人は果たして施設
での生活に満足してくれるだろうか？等）

ケア内容と主な役割分担
○入居時に、終末期における看取り等の確認を行う。
※看取り資料①
【急変時の医療及び終末期における看取りについて（事前確認書）】
〇その人らしさ・もしものときの大事なことアンケート

相談員
介護支援専門員

○既往歴の理解や今後起こりうる事態について、少しずつご利用者・ご家族に説明
していく。

主治医
看護師

○ご利用者・ご家族との信頼関係を深め、ご利用者の生活・歴史を理解する。最期
の時をどのように迎えたいかをコミュニケーションの中から探っていく。※終末期
に向けてのアンケート用紙を活用する。

ｹｱﾜｰｶｰ
看護師
相談員等

○入居後よりご利用者やご家族に対し、最期はどのようにありたいかなど確認でき
るよう信頼関係を確立してニーズをまとめておく。ご利用者やご家族に看取りにつ
いての希望・意思をケアプラン作成時や面接の際に確認する。

相談員
介護支援専門員

○ご利用者の好きな食べ物などを確認しておく。
○ケアプラン・モニタリング・支援経過記録・各種報告を踏まえ、必要に応じて指
示を行う。

施設長

ステージの定義と必要なケアのポイント

（2）
死期を
予見

○これまでの苑での生活と異なり、心身の機能低下・疾患の発症や再燃等により、その状態が改
善することが困難並びに不可能と考えられる状態である。
○人生最後にその人らしさを見出し、これからの生活が豊かに進められるための安らかな「死」
への準備の時期である。

ご利用者及びご家族の状態
○死期を予見する状態である。（何となくいつもと様子が違う ・食欲が急に無くなった・元気が
ない・呼吸が荒いなど・・・○死への恐怖や人生の終わりに対する意識とあきらめ　○家族への
思慕・別れの寂しさ　○ご家族の将来への不安　○苦痛除去への不安と期待　○家に帰りたい。
死にたい。病院に行きたいなどの心理的な変化

ケア内容と主な役割分担
○施設で苦痛緩和が可能であるか否かの判断とご家族への説明を行う。
○看取り介護に関する指示書の記入を行う。
※看取り資料②　【看取り介護に関する指示書】

主治医
（看護師）

○看取りに対する意向をご利用者・ご家族に再確認する。
親族間で食い違いがないかも確認する。
※看取り資料③【看取り介護についての同意書】

相談員
看護師
介護支援専門員

○ご利用者・ご家族の意向を踏まえ、看取りケア計画を作成する。
※看取り資料④【看取り介護計画】
※急変時及び呼吸停止時の連絡網の確認。モニタリング時期の確認。

介護支援専門員

○家族の要望や面会状況・緩和ケアの必要性等を踏まえ居室の宿泊等を検討する。 相談員　ご家族
介護支援専門員

○症状・状態変化の確認と適切なケアの提供を行う。
※入浴・排泄・食事・水分補給・体位交換・その他の保清など

ｹｱﾜｰｶｰ
看護師

○持てる力・ある力を活用して、生きる意欲へのアプローチの継続・慣れた環境や
慣れた人とのふれ合いの場の提供を行う。

ｹｱﾜｰｶｰ

○心地よいケア（音楽やアロマ等の環境を含む）・タッチング等の心理的不安の除
去を行う。

ｹｱﾜｰｶｰ
ﾘﾊﾋﾞﾘ職員

○ご家族との親密な連絡を行う。定期的なモニタリング報告や面会時の状態説明を
行う。※看取り資料⑤【看取り介護計画（モニタリング表】

全職員
○将来的に、スピリチュアルケア＊等の全人的な痛みに関するケアを行う。
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ステージ

ステージ

全職員

ｹｱﾜｰｶｰ

全職員

相談員

ステージの定義と必要なケアのポイント

（3）
危篤時

○全身状態の明らかな衰えに加え、バイタルサインが不安定となり、それに伴い重篤な諸症状が
出現し、密なる観察が必要となる期間。
○医療的看護・介護の介入度合いが増し、緩和体制を整える時期である。
○主治医やご家族と連携を取りながら、豊かな人生を語り合い、安らかな「死」へと誘う時期で
ある。
○死の瞬間の見届け並びに主治医への死亡確認。
○ご家族への配慮

ご利用者の状態
○呼吸困難　　　　　　　 　　○食事摂取困難　　　　　　　　　○反射機能低下
○脱水状態　　　　　　 　　　○循環機能低下　　　　　　　　　○排泄機能低下
○発汗　　　　　　　　　　　 ○口腔の乾燥と臭気　　　　 　 　○嚥下困難
○苦痛の程度の変化　　     　○意識喪失とチアノーゼ
○死の兆候：下顎呼吸・呼吸停止・心拍動停止・瞳孔の散大

ケア内容と主な役割分担
○常に状態の変化に気付くことができる環境作りを行う。
○状態観察・チェック・必要時医療の提供を行う。
※巡回を増やす。

ｹｱﾜｰｶｰ
看護師

○ご利用者の楽しかった生活の思い出等、語り合うコミュニケーションを積極的に
行う。

ｹｱﾜｰｶｰ
看護師

○日常生活における安楽なケアを実施し、心身の苦痛を軽減する。
○合併症の予防と早期発見、早期対応して行く
※早い時期からのエアマット導入・食事の工夫・マッサージ・声掛けを多くする・
手を握る・髪をとかすなど身近な心のこもったケアを提供する。

ｹｱﾜｰｶｰ
看護師

○安らかな「死」に向けての環境作りを行う。
○ご利用者・ご家族へのメンタルケア　※観葉植物や花・アロマ等の香り・愛用の
品や写真・音楽など五感の安定を目指す。

ｹｱﾜｰｶｰ
看護師

○ご家族への看取りの環境作りを行う。
※ご家族が面会しやすい居室環境等への配慮

全職員

（4）
死後の
ケア

○死直後の介入
○死後の処置
○葬儀のための必要な手続きと助言
○家族への心理的・社会的援助の必要な時期
○ご家族・職員のグリーフケアと今後のケアの質の向上へ

ご利用者及びご家族の状態
○ご利用者及びご家族の葬儀への意向と思い
○遺体の変化

ケア内容と主な役割分担
○呼吸停止：連絡網に沿って連絡を行う。
①ケアワーカー⇒看護師⇒主治医　②ケアワーカー⇒相談員⇒ご家族
③ケアワーカー若しくは相談員⇒施設長

ｹｱﾜｰｶｰ

○葬儀日程の確認を行う。
○可能であれば葬儀・告別式へ参列する。

○ご家族へのアプローチを行う。（ご家族だけの時間を作る。）
○主治医による死亡確認を行う。
※病死でない場合は検死となるので注意する。

看護師
相談員

○死後の処置を行う。
※死亡確認後に行う。

看護師等

ステージの定義と必要なケアのポイント

○葬儀後、ご家族へのいたわりの電話等アフターケアを行う。
※今までの労をねぎらい感謝する。元気だった頃のお話をするなど・・

全職員

○可能であれば死後の担当者会議（看取り後のカンファレンス）を開催する。※ケ
アスタッフの後悔や迷い…尊厳を考え、看取りケアの質の向上・死生観の育成・ス
タッフへのねぎらいの場とする。
〇看取り後のご家族様へのアンケート/看取り後の職員アンケートとフィードバック

看護師
相談員
介護支援専門員

ｹｱﾜｰｶｰ

○樒（霊安室）への移動を行う。
○葬儀に関する説明を行う。
※死亡診断書については、複写を必ず取る事。※葬儀・その他の相談支援

相談員

○樒でお別れの時間を持つ。（出棺時）

施設長
相談員
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　もらえるよう質の向上に努める。

　　②地産地消を心がけ、地域の畑で採れた野菜・食材を活用したメニューを取り入れる。

　　 地域の方など、誰でも来て頂けるようにしていく。

　　①ご利用者の食事摂取基準に基づき、個々の身体的特性に適した栄養素を確保し提供する。

　　 状態・咀嚼・嚥下能力に応じた食事を提供する。（食事形態の工夫・ソフト食等の導入・

栄養・調理係援助計画

１．方　針

　１）提供メニューの充実

　　毎日の食事を作る中で、ご利用者に美味しく食べていただける食事を作ることが栄養調理

　の重要な役割と考える。引き続き限られた食材で工夫することでご利用者に満足していただ

２．活　動　計　画

　ト・嗜好調査等を行うことで、ご利用者・ご家族・地域の意向を踏まえた食事の提供により

　満足度の向上を図っていく。地産の食材や手作りの食事を通じて『普通の生活（季節感）』

　き、且つ健康の増進に繋がる食事を提供していく。また、定期的なラウンド・配食アンケー

　を感じていただくと共に、ソフト食を取り入れることで食べる楽しみを最期まで持ち続けて

　　①安心・安全な調理を基本に日々の食事を考え、メニューの充実を図る。

　　②月１回は手作りおやつを提供し、手作り感を味わって頂くよう工夫する。

　　⑤毎日提供する食事の味見や盛り付けを、出勤職員で確認及び記録する事で改善に繋げる。

　　③月１～２回程度喫茶ルームを活用し、手作りおやつを提供することで、ご利用者以外にも

　　令和５年度も「安心・安全」な食事が提供できるように、食材管理・清掃・衛生面にも心

　掛ける。

　３）栄養・健康面への貢献

　　②栄養アセスメント（LIFEに準じた評価項目含む）を踏まえて、多職種との連携により、

　　④配食サービスを含め、施設で提供する食事を工夫し、満足度を高める。

　　⑤嗜好調査・残菜調査は年２回行い、合わせて日々の食事観察で満足度を伺う。

　　 主治医及び歯科医師・歯科衛生士との連携による経口維持への働きかけ）

　２）食事の楽しみの充実

　　③手作りおやつ・味噌・漬物などを考案し、献立に入れる。また、選択食を提供する。

　　④暦年行事では、季節の食材を利用した献立作り・雰囲気作りに努める。

　　①新メニューを献立に取り入れ、意見や要望を反映し技術向上を図る。
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　５）感染予防や衛生管理

　　 ングを行い、利用者の状態に合わせた食事の提供に努めて、栄養ケアマネジメントを作成

　　 ンの向上に繋げる。また、年に１回管理栄養士と調理員で全ユニットを回り、ご利用者や

　　①衛生管理マニュアルに基づき衛生管理を徹底する。

　　②調理した保存検品食は、各原材料・調理後食品を全品２週間－２０℃で冷凍保存する。

　　 の方との交流を図る。

　　③アレルギーや嗜好による代替食は、主食主菜を中心に提供する。療養食は、病状に応じて

　　⑤ユニット内の調理等については、内容を把握すると共に衛生管理の指導を行う。

　　 実を図る。（月１回栄養調理係会議と調理実習を行う。）

　　 消毒を行い、随時点検も行う。

　　 て行動出来る人財の育成を目指す。（責任者の育成）

　　⑤配食サービス喫食者へアンケートを行うことで、新メニューの考案や調理員のモチベーショ

　　④食欲不振・低栄養のご利用者には、濃厚流動食の補助食品を使用し栄養補給に努める。

　　①地産の食材を積極的に取り入れ、ご利用者に季節感を感じていただけるよう努め、地域

　６）地産食材の取り入れ

　　 主治医からの食事箋に基づき行う。

　４）業務改善・人財育成

　　④保健所等で開かれる講習会・外部研修に参加し、知識・技術向上を図る。

　　⑤栄養ケア・マネジメントについては、看護職や介護職と連携して行う。定期的にモニタリ

　　③専門職に求められる役割・責任を認識してもらうため、職員それぞれの役割を決め、考え

　　②調理業務を充実させるにあたり、マニュアルに基づいた業務の標準化を目指し、業務の充

　　②施設で借りている畑で収穫した野菜を、メニューに取り入れる。

　　⑥職員の福利厚生のため、職員給食（昼食）の提供を行う。

　　③毎日夕食後に厨房内の床清掃・消毒を行う。厨房内設備・機器の維持管理は定期清掃・

　　④ユニットキッチンの衛生管理・点検巡回を定期的に行い、衛生面の指導を行う。

　　 する。

　　 職員に食事についての聞き取りを行い、交流を持つことで、調理員のモチベーションの向

　　 上を図ると共に、味付けや盛付、食事形態などの改善に繋げていく。

　　①自分で考え行動・判断が出来る人財育成を行う。（報告・連絡・相談）
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３.各種表

日 直

遅 番

全 員

全 員

　２）調理員研修

　３）専門性と役割

役
割
・
責
任

１．物品・食材・衛生管理
２．調理員の人財育成
　　技術向上
　　調理法の工夫
３．係内労務人事関係
　　勤務表作成含む
４．栄養士との連携
５．新調理（クックチル）
　　新メニューの提案・
　　試作
６．多職種連携
　　行事含む
７．委員会参加
　（係長関係）
８．係内会議・勉強会の統
　　括、課題抽出、意見具
　　申（立案実行）
９．その他　特命事項

１．献立作成
　　新調理・新メニュー
２．ご利用者嗜好調査
３．栄養アセスメント作成
　　栄養マネジメント作成
４．ご利用者の栄養状態・
　　経口摂取状態の把握と
　　対応
５．サービス担当者会議へ
　　の参加
６．委員会参加（栄養士）
７．ご利用者懇談会出席
８．食材発注・検食・検品
　　請求確認
９．調理（手作りおやつ・
　　新メニュー等）
10．非常食の管理
11．その他　特命事項

１．決められた適切な調理
　　を遂行する。
２．衛生管理を順守する。
３．厨房内の床洗浄・消毒
　　設備面の点検・消毒・
　　掃除を行う。
４．残菜の把握と調理の工
　　夫
５．新たな献立の作成
　　（調理実習でのメニュ
　　　ーの考案）

【調理主任の役割】
　①調理マニュアルの改善
　②調理の統括
　③係長補佐

そ
の
他

１．新調理法
　クックチルの指導・手順
　書作成を行う。

１．手作り
　（お菓子・漬物など）
　季節感を念頭に献立を
　作成する。

１．新たな取り組み
　スチコン調理・ソフト食
　などのレシピ変更・新メ
　ニューの考案をする。

目　　的 　スチームコンベクション調理・ソフト食調理での調理員の技術向上を図る。

管理栄養士の役割 調理員の役割

全
体
像

調理・栄養管理の直接的な
責任者であり、他部署との調
整を図り、改善計画の策定・
職員の見本として育成指導が
できる。

ご利用者個人の栄養状態を
把握し、生活環境・身体状況
に応じた献立を作成、健康保
持・増進・疾病予防を心掛け
る。

施設の方針を理解して、衛
生マニュアルに基づき、衛生
管理に十分留意して、円滑な
調理作業ができる。

研修内容

係長の役割

　毎月１回調理実習を行い新調理法（ソフト食）の確立をする。

　１）衛生管理表

毎　　日 保存検品食（盛り付け時）加熱調理の中心温度を測る。

毎月末日 床洗浄・消毒

月 ４ 回 厨房内担当箇所の清掃（調理機器、冷凍・冷蔵庫、洗浄機、シンク）

随　　時 設備・機器の消毒・清掃・点検
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厨房朝礼 厨房朝礼 厨房朝礼 厨房朝礼 厨房朝礼

昼休み 昼休み 昼休み 昼休み 昼休み
調理係長と打ち合わせ 調理係長と打ち合わせ

新献立作成 新献立作成

新メニュー試作

業務開始

業務終了 業務終了17:30 業務終了 業務終了 業務終了 業務終了

書類チェック 書類チェック17:10 書類チェック 書類チェック 書類チェック

掲示、配布

17:00

15:00 新メニュー試作 新メニュー考案 中番業務

献立表作成
16:00

昼休み
14:30

献立作成

手作りおやつ作り
新メニュー考案

12:30 アセスメント アセスメント アセスメント

13:30

栄養ケアマネジメント栄養ケアマネジメント

12:00 昼食ラウンド
事務処理

昼食ラウンド
事務処理

昼食ラウンド
12:20 嗜好調査 嗜好調査 嗜好調査

11:00

検食 検食 検食 検食 検食11:40

納品検品 納品検品 納品検品 納品検品 納品検品

9:30
9:50 中番業務
10:00 （中番業務参照）

朝礼・多職種連携
献立作成　　　　　発注書作成　　　　　納品書計算 　　　　　献立作成 　　　　　献立作成

8:30
9:00 朝礼・多職種連携 朝礼・多職種連携 朝礼・多職種連携 朝礼・多職種連携

業務開始 業務開始 業務開始 業務開始

（中番業務参照）

４）管理栄養士業務表　（週　間　日　課　表）

時間／曜日 月　 火 水 木 金 調理業務時



時間

6:00 始業・水質検査
朝食準備 盛り付け

7:30 朝食配膳 副食加熱調理
完成後温度チェック・食数確認

7:45 昼食仕込み・調理 昼食配食サービス 昼食食材確認
仕込み・調理 ボイル等の下準備

9:00 下膳・洗浄 始業 洗浄
配食サービス盛り付け 乾燥機のスイッチ

10:00 申し送り 申し送り 始業
夕食仕込み 冷蔵庫温度チェック

10:10 調理 調理

10:45 盛り付け 盛り付け
11:00

11:50 昼食配膳 夕食仕込み
12:00 職員給食盛り付け 保存食材採取

下膳 下膳 下膳 ボイル等の下準備
13:30 昼休み 昼休み 昼休み
14:30 洗浄 洗浄 洗浄 乾燥機のスイッチ
15:00 終業 夕食仕込み 夕食仕込み 朝食用同時進行

夕食調理 夕食調理 朝食冷却保存
15:30 休憩 休憩
16:00 夕食調理 夕食調理

完成後温度チェック
16:30 盛り付け 盛り付け 保存食採取
17:50 夕食配膳 夕食配膳 食数確認
18:00 厨房内清掃 厨房内清掃
18:30 終業 翌日の食材等確認
19:00 下膳 日誌記入

洗浄 乾燥機のスイッチ
水質検査
厨房内清掃･消毒 最終点検

19:30 終業 電気・ガス等確認

昼食の調理　煮・焼・炒

夕食の調理　煮・焼・炒

５）調理員業務表　

食数確認
引渡し

食数確認

中番業務早番業務

業務開始の準備

一次・二次洗浄・乾燥

完成後温度チェック・保存食採取

配食サービス業務 詳細遅番業務



季 節 実施月日

 4月 8日

 5月 2日

 5月 5日 特別食

 7月 7日

 7月29日

 7月30日 特別食

夏季期間に数回

 9月13日 特別食

 9月中旬 秋祭り 菓子・ジュース

 9月下旬

 9月29日

10月 27日

12月 1日

12月22日

12月25日 特別食

12月28日

12月31日

 1月 1日・2日 特別食

 1月 7日

 1月11日

 2月 3日

 3月 3日 特別食

 3月下旬

年間  毎月1日　 お赤飯・季節の献立

春の七草粥

ちらし寿司・潮汁

開苑記念日

大晦日 年越しそば

おせち料理・お酒・ソフトドリンク

落花生・お菓子

鏡開き

七草粥

十三夜

饅頭・おはぎ

クリスマス

餅つき

冬至 冬至料理（南瓜料理）

クリスマス料理・ケーキ

月見菓子・さつまいも・みかん

暦年行事等による行事特別食の提供

行 事 名 食 事 等 計 画

八十八夜春

はなまつり 甘茶

新茶

祝い膳・柏餅端午の節句

夏

おついたち

甘栗・甘納豆

七夕料理・七夕のおやつ

うなぎ料理

お寿司・オードブル

そうめん・冷麺

祝い膳・お酒

饅頭・ぼたもち

七夕

土用の丑

敬老の集い

納涼料理

納涼料理

彼岸供養

十五夜

秋

冬

春

おしるこ

彼岸供養

お正月料理

桃の節句

節分

祝い膳・お酒

黄粉・あんこ・だいこん
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　　ンティア受け入れ）を持つことにより、地域との信頼関係の構築を図る。

　４）多職種協働を踏まえ、介護職からの相談（移乗方法・シーティング・ポジショニング等）

　　を積極的に受けることにより、安心・安全な日常生活が行えるよう支援すると共に、栄養係

　　・調理係と『ホーム喫茶（柚）』を喫茶ルームで月１回～２回程度開店する。

　７）従来の音楽療法以外に加え、少人数の音楽療法（セラピー）を行う。

リハビリ係援助計画

　　から ①個別機能訓練・生活機能チェックシート作成 ②個別機能訓練計画書作成 ③計画に

　　基づき機能訓練を実施 ④定期的な評価（モニタリング）⑤個別機能訓練計画の修正サイク

　　ルにより、日常生活機能の低下を予防し維持・向上を図る。認知機能障害を患うご利用者に

　　対して、会話や作業活動などから対人交流に繋げ、認知機能面、精神面の活性化を図る。

　２）在宅のご利用者に対しては、ショートステイ利用の際、理学療法士又は作業療法士にリハ

　　指導及び相談に参画し、経口摂取の維持や口腔ケアの質の向上を図る。

２．活動計画

　いる。分類変更後は分類に沿う感染対策を行った上、生活支援係と協働の生活リハビリ・レク

　リエーションの充実を図り、自律支援を推進していく。地域福祉の視点では、ショートステイ

　３）地域のサービス機関との連携では、やすらぎの里、ひのきのその（就労継続支援Ｂ型事業

　　評価をもとに身体機能の維持、日常生活動作の実用性向上、環境調整（住宅の環境整備）に

　　所）と連携して作品展示を行い、生きがいへの働きかけと、地域との交流の機会（地域ボラ

１．方　針

    加齢に伴う様々な疾患や障害により、心身の機能低下が見られるご利用者に対して、理学療

　法士や作業療法士による機能評価を踏まえ個別機能訓練計画を作成し、様々なリハビリを提供

　することで心身の機能向上を図り、安心・安全・安住できる快適な生活を支援する。

　　ビリテーション介入を依頼し、ショートステイ利用中に評価・機能訓練を実施する。また、

    令和５年度では感染症法の定める感染症分類で新型コロナウィルスの分類変更が予定されて

　連携・協働して、機能評価・リハビリ訓練・リハビリ指導・環境整備の助言を行い、地域の信

　頼とご利用者の生活の質の向上を図る。

　１）施設のご利用者に対しては、リハビリテーションアセスメント（LIFEに準じた評価項目）

対し専門性を活かしたアドバイスを行っていく。

　のご利用者に対して、リハビリの専門性を活かし、多職種（施設職員及び地域の関係機関）で

　５）常に新しい福祉用具・自助具等の情報収集を行い自律支援・安全と安心・介護負担軽減を

　　念頭に福祉用具の選定・導入を検討し、必要に応じて購入を勧める。

　６）口腔衛生管理を目的に、歯科医師や歯科衛生士による口腔ケアの評価・ケアワーカーへの
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　　　欲を高める。このように、いろいろな機会を提供しながら自己決定を促し、小さいながら

　　　も自己実現の場になるよう努める。

　　【手工芸の主な種目】

　　　縫物・刺繍・編み物・貼り絵・塗り絵など1０種程度

　　②集団訓練

　　エ．物理療法の活用

　　　物理療法では、乾式ホットパック装置により筋緊張緩和や疼痛軽減、循環改善を行う。

　２）作業療法

　　　意欲・注意・集中・思考・判断など知的精神活動を高める効果を目的とする。完成時には

　　　できるだけ達成感や満足感を感じてもらえるように、他者の前で発表したり展示する。

　　　　一方、他者の作業や作品を見ることで、参加者の興味や関心も広がり、会話を通し相互

　　①個別機能訓練

　　ア．手工芸等の創作活動

　　　　興味・関心のあるもの、過去に馴染みのあるものなどから希望を取り入れ、個々の心身

　　　の機能にあった方法で指導する。筋力・手指の功緻性・目と手の協調性など機能面に加え

　　イ．筋力増強訓練

　　　①加齢に伴い筋肉が衰えるサルコペニア
※2

の予防　②加齢による虚弱によって介護が必要

　　　となるフレイル
※3
の予防　③運動器の疾患により日常生活に支障をきたすロコモティブシ

　　　レ・整容・更衣・入浴・移乗・移動）など、生活を営んでいく上で必要となる動作を、安

　　　全で確実に行えるように練習、助言を行う。また、介助を必要とする場合、日常生活動作

　　　が生活リハビリならびに、個別機能訓練の機会となるよう介助方法の提案・指導を行う。

　　　ンドローム※4の改善

　　　①非活動性によっておこる拘縮の防止、及び改善　②固有受容器を刺激※1することによる

３．訓練内容

　１）理学療法

　　①個別機能訓練

　　ア．関節可動域訓練

　　　交流を図ることもできる。また『やすらぎの里作品展』『ひのきのその作品展』に出品し、

　　　合わせて外出の機会を作る。作品鑑賞後は喫茶室でくつろぐなど、次回の作品作りへの意

　　ウ．日常生活動作の練習

　　　基本動作（寝返り・起き上がり・座位保持・起立・歩行）や、日常生活動作（食事・トイ

　　ア．グループ体操

　　　個々の活動性を引き出すよう声かけしながら、可能な範囲で体操を実施する。発声練習や

　　　よる血流の改善　⑤筋の短縮の予防、及び改善　⑥日常生活動作能力の改善

　　　運動覚、位置覚の再教育　③関節を動かすことによる関節機能の正常化　④肢位の変化に
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　　ウ．茶話会

　　　たたみ物終了後、労をねぎらうと共に他者との交流を図る事を目的として行う。

　　③音楽療法

　　 音楽療法士を中心に、音楽が持つ力を利用し、心身や認知機能的な部分へのリハビリや、

　　 他者との交流を踏まえ、クリスマス会での発表会など目標をもって活動していく。

　　ア．少数レクリエーション

　　　風船・輪投げ・卓上ゲーム等少人数で実施。楽しみながら他者との交流を図る。

　　イ．集団レクリエーション（音楽レクリエーション含む）

　　　個々の活動性を引き出すよう声かけしながら、無理の無い範囲で、体操・ビーチボール・

　　　風船・輪投げを楽しく行う。また、音楽レクリエーション（童謡や演歌などのカラオケや

　　　音楽鑑賞・リズム体操・楽器演奏など）を行うことで心身の機能向上を図る。

　３）レクリエーション

　　①個別レクリエーション

　　ア．軽作業

　　　あまり部屋から出てこられない方を対象に、部屋で簡単な作業を行っていただき心身の機

　　　能を維持する。

　　②集団レクリエーション

　　オ．タオルたたみ等簡易作業

　　　多くの人が日常的に経験した作業のため、受入れやすい。心身機能の維持にもなり、また

　　　社会的な役割を再確認する機会として位置づける。

　　カ．ゲーム

　　　パズル、各種卓上ゲーム等数人で実施。知的精神活動を高めるのみでなく、上肢、体幹な

　　　どの身体機能の向上及び、他者との交流も図る。

　　イ．風船を用いた応用運動

　　　風船を隣の人に手渡したり、キャッチボールをするなど物を用いることで自発的でより自

　　　然な動きが引き出される。参加者同士の交流も図れるように援助する。

　　ウ．お手玉投げ・輪投げ等

　　　お手玉を輪の中に投げ入れるなど集中力や目的意識を持つことにより、主体的な動きが見

　　　嚥下体操も一部加え基本的な関節の動きや筋力等、身体機能の維持を図ることを目的とし

　　　て行う。

　  　られる。ゲーム性を加えることで楽しみながら行う。

　　エ．共同作業

　　　紙巻モザイクなど簡単な作業を複数の人で行い、一つの作品を制作する。心身の機能維持

　　　を図るとともに、会話や協力することにより他者との交流も図れ、役割意識にも繋がる。
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※1　固有受容器：感覚受容器の種類の1つ。筋、腱、関節などに存在し、身体の位置、筋の収縮の程度、腱にか
かる張 力、関節の位置や動きなどの情報をもたらす受容器。

※2　サルコペニア：加齢に伴う骨格筋量の減少がみられる状態。

※3　フレイル：筋力や持久力など生理的機能の低下が特徴であり、個々の脆弱性が増加することで要介護状態
や死亡する危険性が高くなった状態

※4　ロコモティブシンドローム：運動器（骨、筋肉、関節、神経など）の障害（骨折、各ヘルニア、靭帯損傷
など）により介助・介護が必要になるリスクが高い状態を指す。

　　　※随時：新人職員研修オリエンテーション・苑内行事への協力・体験ボランティア・イ

　　①職員からの依頼で、ご利用者の現状を評価し、適正な福祉用具・自助具の使用を提案す

　　る。また皮膚トラブルや関節拘縮などに留意し、ポジショニング（ベッド上・車椅子座位）

　　を助言する。またその人の状態に適した車椅子等の福祉用具選定や介護技術指導を行う。

　　　ンターンシップ（学生）受入れ

【文中解説】

　　①　家族会向け作品展示（６月・１１月）

　　②　苑内作品展示（年１回）

　　③　「ひのきのその」、「やすらぎの里」展示会準備と展示（7月・９月・１０月）

　　④　喫茶ルーム「柚」の運営（月１回～２回）　※栄養・調理係と協働で行う

　４）環境整備

　　②ショートステイご利用者の身体機能の評価を行い、必要に応じ福祉用具等を提案する。

　５）年間行事

11:00

13:00

9:00

10:00

朝礼・リハビリスタッフ内ミーティング

・モニタリング評価（機能評価含む）
・医師や看護師に体調を確認
・個別機能訓練
・ケアワーカーへの介護方法の助言及び
　検討
・個別機能訓練計画書作成

・モニタリング評価
・医師や看護師に体調を確認
・手工芸等の創作活動
（主に個別、時により共同制作も行う）
・グループ体操
（風船、お手玉投げを用いた応用運動）
・簡易作業
・ゲーム
・個別機能訓練計画書作成12:00

ＰＣ入力・記録

日　課　表
時間 理学療法士※機能訓練指導員 作業療法士及びリハビリ職員

休　　　　憩

14:00
・モニタリング評価（機能評価含む）
・医師や看護師に体調を確認
・個別機能訓練
・ケアワーカーへの介護方法の助言及び
　検討
・個別機能訓練計画書作成

・グループ体操
（風船、お手玉を用いた応用運動）
・簡易作業15:00

16:00

17:00
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個別機能訓
練計画書

作成・記録
17:00～18:00

理学療法
個別機能

評価・訓練

理学療法
個別機能

評価・訓練
15:30～17:00

理学療法
個別機能

評価・訓練
15:30～17:00

休憩
13:00～14:00

17:00

理学療法
個別機能

評価・訓練
15:30～17:00

誘導

14:00

個別機能訓
練計画書

作成・記録
17:00～18:00

記録
17:30～18:00

個別機能訓
練計画書

作成・記録
17:00～18:00

個別機能訓
練計画書

作成・記録
17:00～18:00

作業訓練
（手工芸）
ＯＴ補助

10:00～11:30

理学療法
個別機能

評価・訓練
15:30～17:00

グループ体操
14:30～15:30
3階りんどう

グループ体操
14:30～15:30
4階やまぶき

※月2回音楽療法

休憩
13:00～14:00

休憩
13:00～14:00

休憩
13:00～14:00

休憩
13:00～14:00

簡易作業
（たたみ物）

簡易作業
（たたみ物）

17:00

理学療法
個別機能

評価・訓練
15:30～17:00

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ
3階利用者

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ
3階利用者16:30 16:30

グループ体操
14:30～15:30
3階りんどう

14:30

16:00 16:00

温熱療法

12:00

12:30

記録
11:30～12:00

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ
3階利用者

休憩
13:00～14:00

　
温熱療法

15:00 15:00

15:30 15:30

簡易作業
（たたみ物）

グループ体操
14:30～15:30
3階りんどう

誘導

職員Ｂ

9:30

職員Ａ 職員Ｂ 職員Ａ 職員Ｂ

作業訓練
（手工芸）
ＯＴ補助

10:00～11:30

温熱療法

※月2回
書道・音楽

職員Ａ

12:00

週　間　計　画　表（リハビリ職員）
月 火 水 木 金 土

簡易作業
（たたみ物）

誘導
簡易作業

（たたみ物）
誘導

休憩
13:00～14:00

休憩
13:00～14:00

休憩
13:00～14:00

休憩
13:00～14:00

職員Ａ

サービス担当者
会議開催日参加

理学療法
個別機能

評価・訓練
9:30～11:30

9:30

10:30

11:30

次回手工芸の
準備・記録

11:30～13:00

13:00

サービス担当者
会議開催日参加

（職員Ｂ）職員Ａ

18:00

10:00 10:00

次回手工芸の
準備・記録

11:30～13:00

記録
11:30～12:00

11:30

14:00

休憩
13:00～14:00

14:30

職員Ｂ

18:00

記録
17:30～18:00

記録
11:30～12:00

サービス担当者
会議開催日参加

13:00

10:30

11:00

記録
17:30～18:00

温熱療法

理学療法
個別機能

評価・訓練
9:30～11:30

記録
17:30～18:00

記録
17:30～18:00

12:30

11:00

サービス担当者
会議開催日参加

理学療法
個別機能

評価・訓練
9:30～11:30

誘導

グループ体操
14:30～15:30
4階やまぶき

記録
17:30～18:00

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ
3階利用者

理学療法
個別機能

評価・訓練

記録
16:30～17:00

公休

職員Ａ 職員Ｂ

理学療法
個別機能

評価・訓練
9:30～11:30

記録
11:30～12:00

サービス担当者
会議開催日参加

理学療法
個別機能

評価・訓練
9:30～11:30

記録
11:30～12:00



　　（ユニット会議・ユニット研修・事例検討・チューター制度＊）を多く持つことで、「従業

　　員満足度（ＥＳ）」向上と、学習する組織を構築する。

　　えるよう社会資源を活用していく。

　　いくと共に、日本語能力向上や１年目に求められる公的評価（初級）をクリアできるよう指

　　導に努めていく。新型コロナ対策の緩和に伴い、外国人技能実習生に日本文化に触れてもら

　　　また、今年度も外国人技能実習生を２名受入れる。外国人技能実習生の育成においては、

　３）人財育成と役割の明確化

　　　新人職員に求められる介護の基本、中堅職員に求められる介護の専門性とＯＪＴ、役職者

　　（ベテラン職員）の専門性とチームマネジメント能力向上のための研修を実施する。介護職

　　員のキャリアアップの仕組みを構築するため、研修計画に基づきキャリアパス対応生涯研修

　　の活用とキャリア段位制度（アセッサー育成・レベル認定者増）推進に努める。職員間のコ

　　ミュニケーションを通じてメンバーシップの強化・モチベーション向上に繋げて、学ぶ機会

　　ため、個性的な居室環境作りに留意し、プライベートスペース・パブリックスペースを活用

　　した生活リズムの構築を図っていく。“ご利用者を喜ばせるケア”から、“ご利用者が喜ぶ

　　ケア”（ご利用者主体のケア）の提供に努め、ソフトである介護職員のケアの標準化と専門

　　性の向上を図っていく。ご利用者の大切な時間を、ご家族・職員と共有する機会を提案し、

　　信頼関係を深め、その人らしい“暮らしの継続”の向上に繋げていく。

　　携を行い、これまでの生活歴を踏まえ、終末期での可能な限りのケアの実践を行っていく。

　２）看取りケア

　　　暮らしの継続の向上に繋げていくと共に“終の住処”として、ご利用者、及びご家族が、

　　「ここで、最期を迎えることが出来て良かった」と思えるようなサービスの提供を目指して

　　いく。ご家族との最期の時間を大切にするのはもちろんのこと、多職種間での情報共有、連

　重点を置き、「その人らしさ：唯一の存在」として、居室担当を中心に個別ケアを提供し、日

　々のコミュニケーションとケアプラン実践記録を通じて満足度の向上に繋げ、日々の関わりの

　中で“私たちはご利用者・ご家族を大切に思っている”ことを伝えていく。

２．活動計画

　　　ユニット型特養におけるケアワーカーによる余暇活動の充実のため、リハビリ係と協働で

　　レクリエーション活動や生活リハビリの充実を図る。また、ご利用者の“暮らしの継続”の

　１）ユニットケアにおける取り組み

生活支援係援助計画

１．方　針

    ユニット型特養の特性と、ハード面（建物設備）、ソフト面（介護職員）の専門性の向上が

　重要である。ケアの質や満足度は、介護職員の技量だけではなく、職員とご利用者、ご家族と

　の関係性によって変わってくる。個別ケアの実施においては、２４時間シートとケアプランに

　　仕事の楽しさ、日本の良さも伝えられるよう、多職種含め委員会活動などでも交流に努めて

36



　　できて良かった」と言っていただける質の高いサービスを提供する。

　　　①ショートファイルの管理

　　　③ケアプラン実践記録・生活記録の入力

　　　④衣類・荷物・貴重品の把握（持ち物チェックと写真）

　　　　在宅の暮らしの継続性を念頭に、快適な苑での生活を提供する。

　　要望の段階で個別の改善に取り組み、苦情を未然に防ぐことで質の向上に繋げていく。

　６）担当業務の徹底（居室担当・ショート担当）

　　　①施設サービス計画作成への参画

　　　②施設サービス計画の内容把握

　　　　ケア内容の周知徹底・ケアプラン実践記録入力・生活記録の入力・ケア内容の評価

　　　②個別ケアとリスクのフロアへの周知　※ご利用者・ご家族との信頼関係の積極的な構築

　　　④日用品・衣類の把握・私物の整理と管理

　　　　日用品の購入支援・貴重品の把握管理・荷物整理（衣類含む）と写真等整理

　　　⑤居室スペースの個性的環境作り

　　　　新規入居者のリロケーションダメージの解消（床頭台・ベッド周り・棚などの工夫）

　　　⑥ご家族への情報提供や要望を伺い、信頼関係の構築を目指す。

　　【ショート担当】の業務を下記とし、責任もって取り組んでいく。

　　　③２４時間シート作成及びケア内容の見直し（基本ケア・リスク対策等含む）　

　　【居室担当】の業務を下記とし、責任をもって取り組んでいく。

　　前の日常」に近いものとなるよう幅を広げ、個別ケアの提供にも努めていく。個別ケアの提

　　供にはご利用者・ご家族との信頼関係の構築が不可欠である。普段からご利用者・ご家族と

　５）苦情及び事故防止への支援

　　　事故・ヒヤリハットにおける原因の特定・要因分析（ＳＨＥＬＬ分析の推進）を強化し、　　

　　「小さな気付き」・「ヒヤリハット」を可視化し、情報収集に努めユニット会議等、多職種

　　　苦情についてはご利用者・ご家族の要望や満足度を把握できる関係を構築するよう努め、

　　の交流を積極的に行い、情報収集や情報提供に努め、「ここで暮らしたい」「桧原苑に入居

　　で共有することにより、ケアの見直し・事故防止に繋がるよう速やかな対応に努め、質の高

　　いサービスを提供する。職員のケアが原因の事故については多職種協働で軽減に努める。

　４）個別ケアの実現と施設サービス計画

　　　ご利用者・ご家族の要望を踏まえた“その人らしさアンケート”や“２４時間シート”の

　　活用を通してニーズを把握し、入口である“その人らしさ”を個別ケアに反映し、「顧客満

　　足度（ＣＳ）」向上を図る。また、出口である“地域”を踏まえた気軽な外出など「当たり

37



１．杉ユニットの活動計画

　１）その人らしい暮らしの充実

　２）余暇活動と季節を感じる行事の充実

　３）チームワークと職員のスキルアップ

　２）余暇活動の充実

　　　自然の多い地域の特性を活かした外気浴や散歩を行っていく。また、季節に応じた行事や

～桧原苑の介護職が目指すユニットケア～

　一人ひとりの生活習慣や好みを尊重し、長く在宅で過ごされた生活習慣（暮らし）が入居して

も継続できるよう、生活歴やご家族からの聞き取りを大切にすると共に、それぞれの意向を尊重

する。また、ケアを行うにあたり５感（視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚）を意識し、良い刺激を

感じられるような取り組みを行う。そのためには「嫌な音・臭い・手触りが冷たい物」など負の

五感を生活の中から減らしていく。

　暮らしの継続を考えたとき最も大切なことは、ご利用者にその人のリズムで起きてもらうこと

である。起床時間だからと一斉に起こさず、目が覚めていてもベッドの中でいたいというご利者

者もいるので、「起きますか」等の判断を求めることを忘れない。食事時間等も同様と考える。

　　イベント、ご利用者が好きなことや興味の持てることを生活歴やアンケート、会話から把握

　　し、行事（ユニット居酒屋など）を企画する。気分をリフレッシュできるよう、ご利用者の

　　思い出深い地域へのドライブ外出を行う。

　　ながら毎日、楽しく、笑いの絶えないユニットを職員一丸で作っていく。

　　　ご利用者一人ひとり「その人らしさ」を理解し、ご利用者に不安や心配事に「寄り添い」

２階　各ユニット支援計画

　　　ご利用者やご家族との関わりを常に持ち、信頼関係を築いていく。本人の意向を汲み取り

　　安心して暮らせるよう、その人にあった支援とケアの統一を図る。

　　誕生日会、外出援助（買い物・外食等）、季節を感じられる行事や装飾等を行い、思い出と

　　　足浴、苑外の散歩、苑庭やベランダで行う外気浴、ご利用者と共に行うおやつ作りや、お

２．檜ユニットの活動計画

　　育成を行っていく。

　　　話しやすい環境や雰囲気作り、コミニュケーションを大切に職員の結束力を深めていく。

　　なる時間を提供していく。

　　ニケーションを大切にし、外国人技能実習生への語学や日本文化に触れる機会も設けながら

　　また、お互いが助け合い、働きやすい職場環境を創る。ユニット内研修、施設内研修や外部

　　研修などで得た知識を皆に伝え共有し、実践に繋げていく。介護技術の向上、日々のコミュ

　１）心から寄り添うケア
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　３）職員の質の向上

　２）その人らしさを大切にする

　　内研修、施設内研修や外部研修に参加し、スキルの向上に努める。外国人技能実習生、特定

　　技能外国人が業務しており、ユニット間で協力しながら指導・育成を行い、お互いの文化を

３階　各ユニット支援計画
１．樫ユニットの活動計画

　１）個別ケア充実

　　理解し、交流を深めていく。

　１）個別ケアの向上・人材育成（中堅職員）

　尊重し、暮らしの継続となるように、最期のときまで『その人らしさ』を大切にしていく。ま

２．欅ユニットの活動計画

　実施しご入居者様が、不安なく過ごせるよう支援する。

　職員間の共有等のコミュニケーション・ノートの共有を怠らない事で、ケアの統一を図ってい

　く。職員個々の知識を高め、職員間の信頼関係を深めていき、チームの結束力を向上させてい

　く。人財育成（中堅職員）に専門的な知識・技術の習得・新人職員や後輩職員を指導するマネ

　　ご利用者やご家族からの要望やニーズを汲み取り、ご利用者様一人ひとりの意思及び人格を

　のコミュニケーションを図る為、ご家族参加のおやつの日を開催し、ご家族と積極的に関わり

　ジメントを取り入れていく。

　を持つ事で、ご利用者の昔の生活などをお聴きし、暮らしの継続に繋げる。

　習得・新人職員や後輩職員を指導するマネジメントを取り入れていく。

　　協力ユニットとして日々の業務を通じて介護技能の習得のための助言をし、コミュニケーシ

　　職員が話せる場の提供を行い、ご利用者の特性を理解し、ニーズを把握した上で個別ケアを

　に話せる環境を作ることで信頼関係を深めていく。人財育成（中堅職員）に専門知識・技術の

　家族と積極的に関りを持ち、２４時間シートを基にケアの統一とその人にあった支援を行う。

　　その人らしさを出せるような生活の場を提供し、人間関係の構築を目標としてご利用者・ご

　　　職員一人ひとりがご利用者との「寄り添うケア」が出来るよう、ミーティングやユニット

　３）チームワークの向上・人材育成（中堅職員）

　　職員の心身の健康状態を把握し、互いに助け合い、互いを育て合いながら、職員同士が気軽

　　希望に沿った外出・外食・出前・季節感あふれる装飾・体操や軽作業・ユニットレクリエー

　４）外国人技能実習生の育成

　２）暮らしの充実

　ション（カラオケ・誕生日会・おやつの日等）の機会を提供し活性化を図る。また、ご家族と

　ョンを深め、遣り甲斐や楽しみを感じられる環境を築いていく。
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　３）快適な環境作りの充実・地域社会との繋がりを持つ

　行事鑑賞、外食、村内在住の方への自宅外出、村外：お花見・買い物・外食）

　な飾り付けをし日々の充実を図る。

　　暮らしの継続では２４時間シートを使用し、ご利用者の生活リズムを把握し、統一したケア

　　快適環境作りとして、リビング・居室・トイレ等に注意を払い、ご利用者、ご家族、職員が

　　２４時間シートやその人らしさアンケートを基に外出援助やおやつの日などのユニット行事

　　グループ外出その人らしさアンケートの内容を踏まえたものを企画（村内：お花見・村内行

　１）ご利用者一人ひとりの生活リズムの把握、その人らしい生活の実現

　ることで日々の暮らしが安心して送れるよう努めていく。ユニット行事ではご家族も参加でき

３．松ユニットの活動計画

　２）季節感や高揚感を感じられるユニット作り

　　ユニット内での情報共有や意見交換を密に行ない、また外部研修などにも積極的に参加して

　　日々生き生きとした生活を送っていただくため、個々に合ったケアを考え柔軟に対応してい

　３）ユニット職員のスキルアップ・モチベーションアップ

　４) 外国人技能実習生及び特定技能外国人の育成

　が快適に過ごせるよう、生活の場としての環境を整えていく。四季に合わせてユニットの装飾

　た施設サービス計画書・２４時間シートを基に、ご利用者へのサービスを見える化し標準化す

　を実施し普段の生活から離れ、気分転換をしていただく。

　いただきフィードバックを行う。一人ひとりのモチベーションアップが図れるように職員間の

　感係性を良好に保ち、必要であれば都度、面談等を行う。

　ユニット内でのレクリエーションは、パズルや輪投げ・トランプ・映画鑑賞・誕生日会・足浴

　る行事を提案していく。

　を行い、入浴では入浴剤を使用し、楽しんでいただけると共に、精神面の安定に繋げていく。

    介護技術の向上、日々のコミュニケーションや、ケアの質の向上に重点を置き、ユニット全

　体で育成を行う。

４．桐ユニットの活動計画

　　今年度も食事後に次のメニューをご利用者にお伝えし、記入していただくことで、ご利用者

　ケーキやプレゼントを担当者が用意し楽しんでいただく。

　く。小グループによる村内ドライブや花見、またユニット行事にご家族を招いて交流を図る。

　１）暮らしの継続と充実した生活

　を目指していく。

　マッサージ・ユニット内喫茶等を行うことで精神面の活性化充実を図っていく。誕生日会には

　　装飾品を新たに購入し、季節を感じていただくだけではなく、居るだけで気分が上がるよう

　同士の交流や会話のきっかけとなるよう継続していく。
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　２）地域社会との繋がり

　　ユニットという家から外出したいという要望を踏まえ、近隣外出（ドライブ・花火大会・そ

　　ご利用者の居室は常に清潔に保ち、布団や衣類の汚れ等に注意を払い、トイレも気持ち良く

　関係を築き、今後のケアに繋げていく。ご飯の炊ける香りやパンの香りなど、五感で生活を感

　

　

　３）余暇活動の充実

　る機会を提供していく。

　じていただける工夫や、掃除の行き届いた住み心地の良い環境作りに努める。

４階　各ユニット支援計画

　使用していただけるよう常に意識し、清潔面・におい（消臭・芳香）にも配慮する。入浴では

　３）職員スキルアップ

　洗濯干しとたたみ物、急須でお茶をご利用者に入れていただく等の家事仕事で、生活リハビリ

　ん・焼き芋・クリスマス会・おやつの日）や装飾を行う。時には『居酒屋』や『スイーツバイ

　いため、ユニット内でも楽しめるようにカラオケや映画鑑賞、盆栽や紙芝居の読み聞かせなど

　キング』を合同で行い、いつもと違う雰囲気を感じていただく場を提供すると共に、リハビリ

　　ユニットという家の中での生活の楽しみを持っていただく。季節を感じる行事（流しそうめ

　２）快適な環境作り

１．椛ユニットの活動計画

　の他イベント）、遠方外出（季節の外出・買い物・歌舞伎等）する場を設け、地域社会に触れ

　を兼ねて、やりがいを感じていただける環境を継続していく。ご家族面会時や季節の便りで日

　１）楽しみのあるユニット創り、住み心地の良い空間

  ケアの向上に努める。

　入浴剤等を使用し、楽しんでいただく。ユニット内適度の温度・湿度にも気にかけ、ご利用者

　　ユニット内研修や外部研修のフィードバックを行い、職員のスキルアップを図る。職員間の

　　四季を感じていただける装飾や、植物、花、園芸や野菜の栽培、趣味や習慣の継続、調理や

　々の暮らしの様子をお伝えすることや、ユニット行事の際にお誘いし交流を深めることで信頼

　情報共有を深め、ご利用者の変化に柔軟に対応出来るよう、報告・連絡・相談を速やかに行い

　４）外国人技能実習生及び特定技能外国人との関わり

　の日々の暮らしが「安心・安全・安住」に送れるよう努めていく。

　を行っていく。

　トを行う等支援をしていく。

　を兼ねた散歩を一緒に行い、楽しく過ごしていただく。また、感染症の観点から外出ができな

　　協力ユニットとして日々の業務を通じて介護技能の習得のための助言や、日本語学習サポー
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　１）生活感や楽しみのあるユニット創り、余暇活動の充実

　暮らしの中で当たり前の『ちょっとそこまで』の外出や、出前、散歩や外気浴・映画鑑賞・レ

　クリエーション（体操・折り紙・パズル・塗絵・カラオケ）等提供しながら、暮らしが豊かに

　として、おやつの日やお誕生日会を実施し、おやつ作りが好きなご利用者には声掛けしてお誘

　計画する。遠方外出（個々の要望を踏まえた外出先の選定）など、社会・地域との関わりや、

　なるようサービスを提供しユニット内ではクラブとして絵画・工作、日々の役割で遣り甲斐、

　の提供、社会資源を活用しご利用者に負担がないよう近隣外出（お祭り・花見・観光地等）を

　生きがい、楽しみを持って暮らしていけるようにする。

　　日本語の勉強を教えたり、日本文化も学んだり体験等をする機会が出来るよう、ユニット内

　の試験を受ける為、合格に向けて職員で協力しサポートしていく。

　外でコミュニケーションを図りながらサポートしていく。また、特定技能外国人が介護福祉士

３．桃ユニットの活動計画

　１）四季やご利用者それぞれの生活感を取り入れたユニット創り

　　個々の習慣や嗜好、好みを知り、季節を感じさせられるような暮らしを目指していく、２４

　時間シートを活用し日々のケアを大切にしていく。季節のお菓子作り、嗜好を踏まえた飲み物

　３）外国人技能実習生及び特定技能外国人の受け入れ

  ２)　地域社会との繋がり

　の提供を継続する。ベランダのガーデニングでは、植物や花、園芸、野菜の栽培を職員とご利

２．桜ユニットの活動計画

　ープ外出はコロナウイルスの感染者数を踏まえて判断し、実施可能になった際には、面会時や

　いする。また季節を感じる行事を椛ユニットと合同で（流しそうめん、クリスマス会、スイー

　　暮らしの継続、また施設での生活で失われた家庭での生活を取り戻すことをユニットの方針

　とし、ご利用者に聞き取りを行い、好みの食器、好みのコーヒーや紅茶の提供、おかずの盛り

　い物)を設け、地域社会にふれる機会を提供する。

　付け、おやつ作り、洗濯、入浴剤の使用、季節感ある装飾等、五感を大切にした個々の暮らし

　　ユニットという家から外出したいという要望を踏まえ、コロナウイルスの感染状況次第で近

　ユニットでのレクリエーションや生活リハビリとして一緒に行っていく。ご家族参加型のグル

　用者で一緒に行いながら季節感を味わっていただく。また自宅での生活で行えていたことを、

　隣外出（滝まつりやドライブ、村内での買い物)、遠方外出(いちご狩りやイオンモールでの買

　ツバイキング）や装飾を行い、雰囲気を感じながら楽しんでいただく。

　ハガキでのお便りでお知らせし実施していく。

　　余暇活動の充実として、カラオケや折り紙、百人一首やかるた等を実施する。ユニット行事
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  ３）外国人技能実習生の受け入れ

　　語学を始めとした勉強も含め、日本の文化や習慣を知っていただく。外国人技能実習生を指　　

　導していく中で、既存の職員の育成にも繋げていく。

　

　２) 季節に合った行事の提供

　文化交流の機会を作る。外国人技能実習生にはユニット行事の計画に参加してもらうことで、

　　季節に合わせた装飾を行い、清潔感を保ち、安心、安全、快適な環境作りに努める。ご家族

　ミュ二ケーションを密に取れるよう心掛ける。

　３）外国人技能実習生の受け入れ

　した生活の中に楽しい時間を提供していく。

４．楓ユニットの活動計画

　　趣味活動の機会を設けるため、ユニット内で工作・絵画クラブの活動を行う。活動を通して

　　季節や色や香りを楽しんでいただき、心身の安定を図るため、夏にスイカ割り、冬にクリス

　マス会を開催する。また、毎月の定例行事として、手作りおやつや誕生日会を開催しゆったり

　装飾品を作成し展示することで、ご利用者の楽しみとなる時間を提供する。また、メリハリの

　持っていただき、心身の活性化を図っていく。

　を行っていく。毎日の洗濯物や洗い物（家事）を生活リハビリとして取り入れ、意欲や理想を

　１) 日々の暮らしの充実

　ある生活を送っていただくため、ご利用者の要望を踏まえ近隣外出（買い物、村内ドライブ)

　２）季節を感じることのできる環境と落ち着く空間作り　　　　

　　外国人技能実習生２年目の受入れの取り組みとして日本の文化、インドネシアの文化とで異

　より一層ご利用者との関わりの重要性を深く知ってもらう。また、他者への思いやりを強く持

　てるようユニット間で協力しながら指導・育成をしていく。

　等が面会に来られた際に、ゆっくり落ち着いて過ごせる環境作りを行い、その都度ご家族とコ
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＊ファシリテーターとは、グループや組織でものごとに取り組むとき、中立的な立場から、スムーズな進行
　の舵をとり、より良い結論へと到達するように導いていく役割を担う人のことです。
　会議において、参加者たちのさまざまな意見を収束させ、予定時間内に結論を導き出せるよう効率的に進
　行させるスキルや振る舞いをファシリテーションと言います。

＊スピリチュアルケアとは、「生きがいを持ちやすい人生観」への転換を推奨し、人生のあらゆる事象に価
　値を見出すよう導くことにより、人間のスピリチュアルな要素（心あるいは魂）の健全性を守ることであ
　る。

＊「チューター」は、日本ではカタカナ語として、主に教育機関で使用され、個別指導スタッフや日常的に
　助言をしてくれる人・手助けをしてくれる人のことを意味します。企業におけるチューター制度は、新入
　社員の退職率低下につながるとされています。これは、チューターが新入社員に対して業務上の知識を与
　えるだけでなく、精神的な支えとしての役割を果たしてくれるからです。

１．ご利用者の希望や好み
　　に応じたケアを実現す
　　るため、職員に指示を
　　出す
２．ご利用者、ご家族から
　　積極的に情報収集して
　　意向を把握する
３．その人らしい居室環境
　　を作り、衣類等の整理
　　をする
４．決められた適切な業務
　　を遂行する
５．各記録入力

そ
 
の
 
他

１．不適切なケアに気づき､
　　改善提案・指導する。
２．些細な変化に気づき、
　　緊急対応ができる。
３. 次期リーダーの育成
４. 組織力の向上

１．不適切なケアに気づき､
　　改善提案・指導する。
２．些細な変化に気づき、
　　緊急対応ができる。
３. 積極的に整理整頓に努
　　める

１．電気・水道等無駄なく
　　使用する。
２．些細な変化に気づき、
　　緊急対応ができる。
３. 整理整頓ができる。

【文中解説】

役
　
割
 
・
 
責
　
任

１．業務（ケア）の標準化
２．事故対応と再発防止
３．日用品支給管理
４．考えて行動できる人財
　　育成
５．担当２ユニット業務の
　　把握
６．担当ご利用者のケアの
　　把握と安全
７．課題抽出・意見具申
　　マナー改善・立案実行
８．ユニット勤務表作成
　　「権限」生活支援係長
９．その他　特命事項

１．ユニットご利用者のケ
　　アの把握と取りまとめ
２．職員の立場を離れた発
　　想で希望を汲取り提言
　　提案を担当に行う。
３．事故対応と再発防止
４．ユニット内の環境整備
５. ２４時間シート
　　書類管理
６．業務効率化・経費削減
　　を考慮した改善提案
７．ユニット職員メンタル
　　コントロール(ＯＪＴ)
８．ユニット勤務表作成
　　補助

主任の役割 ユニットリーダーの役割 一般職の役割

介護職員の専門性と役割

全
 
体
 
像

　担当２ユニットの直接的
な責任者で、他部署調整を
図り、改善計画の策定・フ
ロア職員の見本として育成
指導をする。

　中核としてユニット職員
をまとめ、ご利用者の心情
に気を配る。
　またご利用者の希望を汲
み取り、自律支援の視点で
ケアの提案に繋げることが
できる。

　施設の方針を理解して、
決められた業務を誠実に遂
行する。
　また、ご利用者・ご家族
の意向や要望を把握し、
「受容」「共感」による信
頼関係を構築する。
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   時　間
 生活
リズム

          意向・好み        自分でできること                     サポートが必要なこと         備考

 04:00～07:00 目が覚める     

起きる  コールを押して起きてよいか聞く コールがあった時は時間をお伝えして起きてよい時間か返答する。 

  ことが出来る。   

電気を付ける 部屋を明るくする。 自分で出来る。 声掛け行なう。  

着替える 洋服に着替えたい。 自分で出来る。 入浴日（月木）にはパジャマを洗濯に出す。  

靴下を履く 靴下を履く。 靴下を履く。   

布団をたたむ 布団をたたむ。 布団を畳む事が出来る。 たたんでいない時は介助もしくは声掛け行なう。  

顔を洗う 自室の洗面台で洗う。 自分で出来る。 声掛けする。洗面タオルは使用後洗濯を行う。  

髪を整える 鏡を見てヘアブラシで髪を梳かす。 自分で出来る。   

カーテンを開ける朝はカーテンを開ける。 自分で出来る。 声掛け。  

トイレ
自分で行きたい時に行く。朝食前に
スッキリしたい。

トイレに行き、パットの交換が行え
る。

200CCパット（貼り付けるタイプ）を手渡す。パンツはご自
身の物を着用

リビングにいる時は3番ト
イレを使用している。

歯磨きをする ご飯前に磨く。 自分で出来る。
声掛けを行う。ご使用している口腔ケア用品は1階売店にて
適宜購入する。

 

飲み物を飲む 食事中は温かいお茶が飲みたい。 同上。 お茶を提供する。  

トイレ 同上。 トイレに行く。   

 08:00～09:00 薬を飲む 同上。 同上。 同上 降圧剤、降血糖剤

 10:00～11:00 飲み物を飲む 同上。 自分で飲む事が出来る。 温かいお茶等の提供。  

ご飯を食べる 同上。 同上。 同上。  

トイレ 同上。 同上。   

 13:30～15:00 飲み物を飲む 同上。 同上。 同上。  

 13:30～14:30 家事をする 同上。 同上。 同上。  

ご飯を食べる 同上。 同上。 同上。  

歯を磨く 同上。 同上。 同上。  

薬を飲む 同上。 同上。 同上。 降血糖剤服薬。

飲み物を飲む 同上。 同上。 同上。  

 18:30～19:30 家事をする 同上。 同上。 同上。  

トイレ 同上。 同上。 ２００CCパットを手渡す。  

カーテンを開ける寝る時に閉めたい。 自身で行える。   

薬を塗る 痒い所に薬を塗って欲しい。 協力動作が出来る。 声掛け、掻痒部に軟膏塗布。  

着替える パジャマで寝ます。 自身で行える。   

就寝 寝たい時間に休みたい。 自身で居室へ戻り休まれる。 各巡回時安否確認。  

 20:30～
05:00

トイレ 不安だから職員に声掛けしたい。 居室のコールを押す事が出来る。
コール時は一声掛けて安心して頂く。(トイレは主に居室に
近い2番トイレを使用)

トイレまでは杖は使用し
ていない。

 

 20:00～
21:00

電気を消す
寝る時間に暗くしたいが真っ暗だと
不安。

消灯する。 小さい等電気を点ける。  

 18:00～
19:30

 19:30～
20:30

靴下を脱ぐ 寝る時は靴下は脱ぎます。 靴下を脱ぐ。
入浴日以外の日は靴下を洗濯し、次の日に履いて頂く靴下を
一緒に選び枕元へ置く。

 13:30～
20:30

リビングで過
ごす

同上。行事があったら参加したい。 同上。
ユニット行事、苑内行事等がある際はお誘いする。午後、簡
単作業、俳句クラブ、体操（月曜又は火曜日）の声掛け行
う。

俳句クラブ毎月第4土曜
日。

 12:00～
13:30

歯を磨く 朝以外は食事後に磨きたい。 自分で出来る。 同上。  

 11:45～
12:00

嚥下・立ち上
がり体操をす
る

身体を動かすことは好き。膝が痛い
時はしたくない。

体操が出来る。 膝痛の際は、立ち上がり体操は行わない。  

 10:00～
12:00

お風呂に入る
(月･木)

お風呂は好き。湯船にゆっくり入り
たい。

自分で洗うことが出来る。衣類着
脱。ドライヤーをかける。

衣類の準備は声掛けしてご一緒に選んで頂き用意を行う。背
部等乾燥、掻痒部分に軟膏塗布。皮膚状態の観察し、異常見
られる場合はNSに連絡。爪が長い時は切る。

個浴。湯船に入られてい
る時は傾眠される事があ
る為目を離さない。

 09:00～
09:30

体温・血圧を
測る

測って欲しい。 お伝えした動作が出来る。 声掛け。バイタルに異常がある時はＮＳ連絡。 月・木

 08:30～
10:30

家事をする
膝が痛い時はやりたくないけど、何
か手伝える事があったらやります。

洗濯物の畳み物、おしぼり畳等。
膝の痛みや手の痺れは無いか確認し、お手伝いの声掛けを行
う。

 

 08:00～
12:00

自由に過ごす

テレビを観たり、誰かとおしゃべり
や、唄を歌ったり楽しく過ごした
い。図書クラブや縫物は楽しみ。

他の入居者様とお話ししたりテレビ
を見たり、クラブ活動を楽しめる。

図書、作業訓練など参加の際は声掛けを行なう。作業訓練・
作業療法の際は声掛けを行う。他者との交流で楽しめるよう
な話題の提供を行う。

図書クラブ、第1の水曜
日。手工芸は毎週火曜
日。

 07:30～
09:00

ご飯を食べる 嫌いなものは無いです。 箸を使い食べる。　　　片付け
朝食前にランチョンマットと箸おしぼりをお渡しする。おし
ぼりは食後に回収し洗濯行なう。

食事形態は常食

 06:00～
07:30

飲み物を飲む
食事前に温かいお茶、コーヒーが飲
みたい。

自分で飲むことが出来る。
起床後にコーヒーに砂糖を1本入れ提供。コーヒー砂糖は適
宜注文。

 

 06:00～
07:00

薬を飲む(土)
のみ

自分で飲めるが薬を手渡して欲し
い。

手のひらに乗せた薬を飲む事が出来
る。

お盆で薬の入った袋をお持ちし名前を一緒に確認する。手の
ひらに乗せて用意した白湯で飲んでいただく。服薬後口腔内
の確認を行う。

骨粗鬆症の薬
朝食前に服薬の事
服薬後30分は飲食禁止

２４時間の生活のリズム（２４時間シートより一部抜粋）

 05:00～
07:00

 05:30～
07:30

リビングで過
ごす

起きてテレビを観たい。何かあれば
手伝います。

リビングまでの歩行。たたみ物。 テレビをつける。たたみ物がある時は声掛けを行う。
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職場外 ○認知症介護基礎研修  ○介護支援専門員勉強会

職場内
職場外

職場内
職場外

職場内

職場外

職場内
○介護支援専門員勉強会
〇介護福祉士勉強会（特定技能含む）

職場外

職場内 ○介護支援専門員勉強会　　〇介護福祉士勉強会（特定技能含む）

職場外

職場内 ○介護支援専門員勉強会　　〇介護福祉士勉強会（特定技能含む）

職場外 ○国際福祉機器展参加

９

ＯＪＴ ○レベル認定

ＯＦＦ-ＪＴ
職場内

○専門研修（看取りケア・権利擁護・リスクマネジメント・腰痛予防）
○全体研修（褥瘡について）

職場外
○アクティブ福祉東京　　　〇チームマネジメント研修
○アセッサー養成研修

ＳＤＳ

８

ＯＪＴ ○レベル認定

ＯＦＦ-ＪＴ

職場内
○専門研修（看取りケア・権利擁護・リスクマネジメント・腰痛予防）
○全体研修（防災対策について）

職場外
○介護職の為の接遇マナー研修　　〇メンタルヘルス研修
〇チームマネジメント研修

ＳＤＳ

７

ＯＪＴ ○レベル認定

ＯＦＦ-ＪＴ

職場内
○専門研修（看取りケア・権利擁護・リスクマネジメント・腰痛予防）
○全体研修（職業倫理及び行動指針）
○東京都介護職員によるたんの吸引等の研修（７月～１１月）

職場外
○認知症介護基礎研修
〇チームマネジメント研修

ＳＤＳ

６

ＯＪＴ ○レベル認定

ＯＦＦ-ＪＴ

職場内

○専門研修（看取りケア・権利擁護・リスクマネジメント・腰痛予防）
○全体研修（食中毒の予防について）
〇次世代役職者の育成研修

職場外
○認知症介護基礎研修　　　○チームリーダー研修（キャリアパス）
○介護支援専門員勉強会

ＳＤＳ

５

ＯＪＴ ○レベル認定

ＯＦＦ-ＪＴ
職場内

○専門研修（看取りケア・権利擁護・リスクマネジメント・腰痛予防）
○全体研修（事故防止及び令和４年度事故分析について）

職場外
○チームリーダー研修（キャリアパス）
○介護支援専門員勉強会

ＳＤＳ

令和５年度　職員研修計画（桧原苑）　

４

ＯＪＴ

○業務管理シート記入及び内容及び目標指導（管理者）
○新人職員（1名）研修及び指導　※別途中途採用職員研修
　（日常機会指導及び介護指導※職員研修マニュアル活用）
○レベル認定

ＯＦＦ-ＪＴ
職場内 ○全体研修（令和４年度第三者評価について）

ＳＤＳ
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令和５年度　職員研修計画（桧原苑）　

職場内 ○社会福祉士勉強会　　〇介護福祉士勉強会（特定技能含む）

職場外

職場内 ○社会福祉士勉強会　　〇介護福祉士勉強会（特定技能含む）

職場外

職場内 ○社会福祉士勉強会　　〇介護福祉士勉強会（特定技能含む）

職場外

職場内 ○社会福祉士勉強会　　〇介護福祉士勉強会（特定技能含む）

職場外

職場内
職場外

職場内
職場外

３

ＯＪＴ

○新人職員へのチューター職員による年度総括面接を実施する。
　（職員研修マニュアル３段階評価）
○業務管理シート自己評価・課題・成果記入及び育成面接
○人事考課面接②（昇給）
○レベル認定

ＯＦＦ-ＪＴ
職場内

〇専門研修（メンタルケア・事業継続計画：防災と感染症・生活リハビリ）
○全体研修（令和６年度事業計画について）

職場外 　

ＳＤＳ

２

ＯＪＴ ○レベル認定　　　　○新人職員に対する後期研修

ＯＦＦ-ＪＴ
職場内

〇専門研修（メンタルケア・事業継続計画：防災と感染症・生活リハビリ）
○全体研修（外部研修報告又はユニットに於ける取り組み）

職場外

ＳＤＳ

１

ＯＪＴ ○レベル認定

ＯＦＦ-ＪＴ
職場内

〇専門研修（メンタルケア・事業継続計画：防災と感染症・生活リハビリ）
〇全体研修（権利擁護・身体拘束）

職場外 ○東京都介護職員によるたんの吸引等の研修（１０月～１月）

ＳＤＳ

１２

ＯＪＴ ○レベル認定

ＯＦＦ-ＪＴ

職場内
〇専門研修（メンタルケア・事業継続計画：防災と感染症・生活リハビリ）
○全体研修（喀痰吸引）

職場外
○東京都介護職員によるたんの吸引等の研修（１０月～１月）
○サービスマナー研修

ＳＤＳ

１１

ＯＪＴ ○人事考課面接①（賞与）　○レベル認定

ＯＦＦ-ＪＴ

職場内
○専門研修（メンタルケア・事業継続計画：防災と感染症・生活リハビリ）
○全体研修（看取りケアについて）

職場外
〇権利擁護研修（東京都）
○東京都介護職員によるたんの吸引等の研修（１０月～１月）

ＳＤＳ

１０

ＯＪＴ
○新人職員に対する中期研修
　（チューター職員による前期総括面接を実施する。職員研修マニュアル２段階評価）
○レベル認定

ＯＦＦ-ＪＴ
職場内

○専門研修（看取りケア・権利擁護・リスクマネジメント・腰痛予防）
○全体研修（感染症の予防と対策について）

職場外
○東京都介護職員によるたんの吸引等の研修（１０月～１月）
○アセッサー養成研修　　　　〇チームマネジメント研修

ＳＤＳ
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講　師

施設長

生活支援係

生活支援係

生活支援係

相談係

総務係

総務係

栄養管理係

健康管理係

健康管理係

健康管理係

リハビリ係

講　師

生活支援係

生活支援係

生活支援係

生活支援係

生活支援係

生活支援係

生活支援係

生活支援係

生活支援係

生活支援係

生活支援係

生活支援係

栄養管理係

健康管理係

健康管理係

健康管理係

健康管理係

健康管理係

リハビリ係

リハビリ係

階層別研修体系図　　細項目
　　令和５年度は、人財育成とワークライフバランスを踏まえ、従来実施していた階層別研修（新人職員・役職
者研修）の体系を見直し、以下のような研修体系に再構築する。専門性やマネジメント能力の向上と共に、次
世代を担う人財の育成に繋げていく。

・PDCAサイクルについて②

・歩行（介助含む）の際の注意事項と生活リハビリの重要性

・リハビリ係の業務と作業療法、音楽療法について

・在宅酸素の使用について

・緊急対応について

・リスクマネジメントについて（転倒、褥瘡、誤嚥、誤薬の対策）

・認知症の理解について②

・介護リスクマネジメントと事故防止

・栄養摂取と食事形態と管理栄養士の仕事

・高齢者の健康について（バイタル計測方法含む）②

・身体状態変化時の初期対応②

・痰吸引（吸引器の使用方法含む）と胃瘻について②

・ユニットケアマニュアルについて

・ユニットケアについて

・暮らしの継続とは？

・24Hシートとは（活用方法、作り方含む）

・回覧等各書式の説明とPC（ワイズマン）の使い方について

・事故報告書、ヒヤリハットの作成について

・感染症対策（コロナ・ノロの処理方法について）

・高齢者の健康について（バイタル計測方法含む）①

・身体状態変化時の初期対応①

・移乗介助方法と体位交換について

〇新入職員　中期（入職後６ヶ月経過後）　※10月実施予定

研　修　内　容

〇新入職員　前期（新入職時）　※4月実施予定

研　修　内　容

・介護の心得について

・日常ケアの基本（食事・水分・排泄・入浴・着替え等）講義、体験

・認知症の理解について①

・PDCAサイクルについて①

・権利擁護と人権について

・身体拘束/虐待防止について

・AEDの使用について

・各種届出について（社会人マナー含む）

・防災について

・桧原苑の食事（美味しく召し上がることは？）
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階層別研修体系図　　細項目

講　師

健康管理係

健康管理係

健康管理係

相談係

相談係

相談係

生活支援係

施設長

講　師

生活支援係

生活支援係

各課・各係

施設長

生活支援係

生活支援係

生活支援係

介護課長

相談係

各課・各係

各課・各係

講　師

各課・各係

生活支援係

生活支援係

施設長

施設長

介護課長

講　師

各課・各係

施設長

施設長

各課・各係

施設長

・自身が講師とする研修の実施

・人材育成方法とコーチング方法について③

・福祉施設マネジメントについて②　※施設運営管理

・人材育成方法とコーチング方法について②

・リーダーの役割について

・グループワーク（仮想問題についての解決）

・運営指導関係研修会への参加

・グループワーク（桧原苑で抱える問題解決※実課題）

〇役職者及び管理職職員　　※9月実施予定

研　修　内　容

・自身が講師とする研修の実施

・他職域への理解について②

・看取りケアについて②(看取り介護についての知識と技術の向上　)

〇主任、リーダー職員　※６月実施予定

研　修　内　容

・介護技術指導者としての役割や介護チームのマネジメント力の育成

・自身が講師とする研修の実施（施設基準に入る研修含む、累計4回/年以上）

・PDCAサイクルについて③

・他職域への理解について①

・介護保険制度について

・困難ケースの対応について

・居宅介護支援事業とショートステイサービスについて

・ケアプランとアセスメントについて

〇中堅職員　　※３月実施予定

・専門知識、技術向上（各課・各係専門分野）

・利用者様の命の尊厳と福祉施設職員としての倫理観

研　修　内　容

・人材育成方法とコーチング方法について①

・将来の自分について（どうなっていきたいか）

〇新入職員　後期　※２月実施予定

研　修　内　容

・緊急対応について③（在宅酸素の使用について）

・相談係の役割と介護保険制度について

・高齢者の健康について（バイタル測定について）③

・痰吸引（吸引器の使用方法含む）と胃瘻について③

※外国人向けの勉強会、認知症の理解について、外部研修での報告　etc

・福祉施設マネジメントについて①　※施設運営管理

・看取りケアについて①（看取り、指針、生死観など）及び研修のまとめ
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実施月 実施予定日 行　　事　　名 担　　当　　者

4 随時 お花見（桜） アクティビティ委員会

5  5月 5日 端午の節句（菖蒲湯の実施） 総務係・生活支援係

 6月18日 家族会 相談係・総務係・生活支援係

 6月下旬 地域交流会 相談係・生活支援係・総務係

未定（保育園と調整） ひのはら保育園児との交流 生活支援係・相談係・総務係

 7月上旬 苑内消毒（業者委託） 総務課　

 7月 7日 七夕 総務係・生活支援係

 7月中旬 盆供養　※7/13～16 総務係・生活支援係・相談係

 7月29日 夏まつり 総務係・相談係・生活支援係

花火大会 アクティビティ委員会・相談係

夕涼み会 生活支援係・栄養調理係・総務係

 9月15日 敬老の集い 相談係・総務係・生活支援係

 9月中旬 秋祭り アクティビティ委員会

 9月下旬 彼岸供養　※9/20～26 総務係・生活支援係・相談係

 9月24日 敬老福祉大会参加 相談係・生活支援係

 9月29日 十五夜 アクティビティ委員会

10 10月27日 十三夜 アクティビティ委員会

随時 紅葉狩り（週間） アクティビティ委員会

11月上旬 檜原学園（小学校）との交流会 生活支援係・相談係・総務係

11月12日 家族会　 相談係・総務係・生活支援係

12月 1日 開苑記念日 総務係・生活支援係

12月中旬 地域交流会 相談係・生活支援係・総務係

12月下旬 お楽しみ会 リハビリ係・生活支援係

12月22日 冬至（ゆず湯の実施） 総務係・生活支援係

12月25日 クリスマス 総務係・各ユニット

12月28日 餅つき アクティビティ委員会

 1月 1日 新年交歓会 総務係・生活支援係

 1月 10日 苑内初詣（初詣） アクティビティ委員会

2  2月 2日 節分 アクティビティ委員会

 3月 3日 桃の節句 総務係・生活支援係

 3月下旬 彼岸供養　※3/17～20 総務係・生活支援係・相談係

ご利用者懇談会 相談係

喫茶ルーム「柚」 総務係　

グループ外出（食事・買い物等） 生活支援係

7

8  8月上旬

9

12

1

3

上半期（４月～10月）

年 間 行 事 計 画

11

原則月１回

毎　　　日

6
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　（実施内容）

円

円

　（実施内容）

円

　（実施内容）

円

円

円

円

円

備　　考金　　額適　　用

 500円×職員数

グループ外出（近隣・遠方等）

予　　　　　算

積　　算

計 36,000

※職員食事代 1人/1000円

交通費

参加費

飲食代

備　　考

 3,000円×12回 36,000

地域の高齢者をお招きし、ご利用者との交流を図ると共にボランティアを招待する
など演芸等のアトラクション・飲食を楽しんで頂く。地域包括ケアシステムの一環と
して、施設を身近なものと感じていただく事を目的とし、年２回実施予定。施設とし
て特に密着している地域の長寿会を招待し、交流を深めていく。また、地域の方から
要望を伺う「意見交換会」を同日開催し、地域の方と施設の情報の共有化を図る。

1000円×職員数

全体行事計画予算

ご利用者懇談会

ご利用者の要望・苦情・ご意見等を聞く事により、施設サービスへの反映及びサー
ビスの向上を図る事を目的とする。また、施設からのお願いや行事予定の説明、生活
に関わる情報提供を行う事により、生活の質の充実・社会性の向上を図る。会場は基
本、共有スペースを使用し、より多くのご利用者が楽しく出席していただけるよう工
夫に努めてゆく。また、レクリエーション要素を取り入れながら交流も図れるように
していく。

予　　　　　算

適　　用
菓子等

金　　額

計 0

地　域　交　流　会

参加費
※飲食代ご利用者負担
※近隣交通費施設負担
※職員飲食代はﾕﾆｯﾄ費
※職員食事代のうち
　350円は給食費徴収※職員飲食代 1人/500円

予　　　　　算

10,000 ※ｱﾄﾗｸｼｮﾝ雑費予備費（装飾他）

飲み物・オードブル

適　　用 積　　算 備　　考

 1,300円×10名×2回 26,000

70,000円×2回 140,000

 3,500円×2回 7,000

計 183,000

お花（交流会会場）

積　　算

ご利用者の要望に応じた買い物、飲食等の機会を設け、施設の生活環境から離れる
ことで、ご利用者のリフレッシュを図り、日常生活における楽しみや意欲を引き出
す。

ボランティア土産代

金　　額
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全体行事計画予算

　（実施内容）

円

円

円

円

円

　（実施内容）

円

円
円

　（実施内容）

円

　（実施内容）

円

円

積　　算 金　　額

計

お花見（桜：お花見週間）

予　　　　　算

飲食物提供容器等

予　　　　　算

適　用

備　　考

４月上旬、人里地区の枝垂桜を見に出掛け、春の訪れを感じていただく事を目的と
する。また、地域の方との交流も期待される。※ユニット毎に入居者の要望を踏まえ
実施する。

適　　用

　 36,300円× 2回 72,600

　  2,500円× 2回 5,000

3,000

喫茶ルーム「柚」は、月１～２回程度１階の喫茶室を活用し、おやつ（数種類、数
量限定）を用意して提供することで、セルフ喫茶ルームとは異なる本来の喫茶店とし
て、外出気分を味わっていただく。また地域の方にも積極的にご利用いただき交流を
広げる場としていく。

102,000

喫茶ルーム「柚」

おやつ等 0

計

※食材費より支出

備　　考

装飾・エプロン等

ユニット費より支出

端　午　の　節　句

予　　　　　算

飲み物・お菓子

計 0

適　　用

300円×12束 3,600湯菖蒲

積　　算 金　　額 備　　考

計 3,600

金　　額 備　　考

サービス向上の為のご意見を伺うとともに、施設とご家族の交流を図る事を目的と
し、年２回実施する。主に施設運営や介護保険の動向、ご利用者の生活に関した情報
提供を行う。個別相談の場も用意し、安心してご利用頂けるよう配慮する。また、ご
家族が出席したくなる企画を考え、出席者増に努める。

家　　族　　会

予　　　　　算

飲み物（ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ）

送迎用レンタカー借料

　　　100円×72本×2回 14,400

適　　用 積　　算

積　算 金　　額

食材代 　  5,000円× 2回 10,000 ※お料理提供費用

3,000

４月中頃の吉日に、鯉幟や五月人形を飾り、端午の節句の雰囲気作りを行う。５月
５日前後の入浴日には、無病息災を願う菖蒲湯に入浴して頂く。
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全体行事計画予算

　（実施内容）

円

円

円
円

　（実施内容）

円

円

　（実施内容）

お布施 円

仏花（対） 円

お饅頭 円

果物 円

盆飾り（ﾎｳｽﾞｷ･ｵｶﾞﾗ・ﾅｽ・ｷｭｳﾘ） 円

お線香・ローソク 円

い草ござ 円
円

※盆供養のみ状況に
　応じ、供養品（仏
　花・果物等）２回
　用意する

300円×15名 ※お菓子詰合せ

予　　　　　算

500円×15名 7,500

700円×15名 10,500

七　　　　　夕

飲食物

適　　用 積　　算 金　　額 備　　考

4,000七夕飾り（短冊・こより）

　　 1,500円× 1回

 　　1,500円× 4回 6,000

   　　100円×50個×3回

盆供養　・　彼岸供養

適    用 積    算 金    額 備    考

臨済宗建長寺派松龍山玉傳寺住職をお招きし、お盆（７月）と彼岸（秋・春）の供
養を行い、故人のご冥福を祈る。お盆は盆棚を作成し、迎え火、送り火を焚く。ま
た、盆の入り、彼岸の入りの前に法人墓地を清掃し墓参を行う。３回の供養とも、読
経終了後ささやかに茶話会を行い、故人や仏様をおのおのに供養する。

5,000

15,000

 　　1,000円× 4回 4,000

　 　3,600円× 2回 7,200

　　　　　中学校

歳時記に則り、ご利用者・職員が短冊に願い事を書き、七夕の飾り付けを各ユニッ
トで行う。７月７日はユニット毎に飲み物やおやつ等を提供し、七夕をお祝いする。

計 22,500

4,500

ひのはら保育園・檜原学園（小・中学校）との交流

予　　　　　算

適　　用 金　　額 備　　考

　　20,000円× 3回 60,000

積　　算

予　　　　　算

計 4,000

※文房具セット

※状況に応じて選定

お土産代　保育園

　　　　　小学校

檜原保育園児及び檜原学園の児童（生徒）を招き、ご利用者とレクリエーション等
で、地域の教育施設との交流を図り、地域包括ケアシステムの一環である“施設を身
近に感じて頂く”事を目的とする。また、ご利用者にとっては可愛い園児・児童（生
徒）と触れ合うことで精神面の活性化や喜びを感じて頂ける場となるよう努める。

1,500

※飲食物はユニット費

計 98,700
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全体行事計画予算

　（実施内容）

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

　（実施内容）

円

円

　（実施内容）

緑友会オードブル代 240,000

花火・夕涼み会

1,310,000

　　　2,000円×120皿

景品・ゲーム等

送迎バス（来客・職員）

30,000檜原太鼓

クリーニング代

予　　　　　算

　８月初旬に実施し、季節感を味わいながら、やすらぎのひと時を過ごしてもらう。
吹き上げ花火を中心に行い、夏の風物詩を鑑賞しながらビールやおつまみを食し、季
節感を味わっていただく。

計

積　　算 金　　額 備　　考

※アトラクション費

120,000

80,000

150,000
※業者依頼

35,000花火代

230円×20本 4,600

59,500

10,000

計

缶チューハイ ※ビアガーデン形式
　飲食代ご利用者負
　担（別途徴収）

130円×20本 2,600

袋入りタオル 30,000

30,000

備品及び装飾品等

夏　　祭　　り

適　　用 積　　算 金　　額

550,000

備　　考

ご家族・関係者・地域の方々を招待し、ご利用者と共に夏のひとときを盆踊りやア
トラクションで楽しみ、季節を感じていただく。施設の一大イベントとして位置づ
け、全職員が一丸となり、企画開催することで連帯感を養う。

※大300本・小50本

計 4,000

（果物･栗・さつま芋等）

2,300

飲食物

うちわ大・小（名入り）

230円×10本

金　　額

十五夜　・　十三夜

喫茶ルームや各ユニットに十五夜、十三夜の飾り付けとお供え物（イモや栗など）
をし、月見の雰囲気を出す。月を見ながらお供え物を皆で食べ雰囲気を楽しむ。
（十五夜：９月２９日・十三夜：１０月２７日）

5,000

備　　考

 　　　2,000円× 2回 4,000

予　　　　　算

適　　用 積　　算

お供え物

予　　　　　算

缶ビール

ペットボトル1.5ℓ

つまみ・お菓子

  　　 100円× 300本

適　　用

80,000

装飾代
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全体行事計画予算

　（実施内容）

円

円

円

円

円

円

円

円

　（実施内容）

円

円

円

円

円

　（実施内容）

円

予　　　　　算

適　　用 積　　算 金　　額

 　　1,300円×10名 13,000

敬　老　の　集　い

式典を開催し、最高齢者・米寿の方の顕彰と百歳を迎えたご利用者のお祝いを行
い、ご長寿を皆で祝福する。式典終了後はボランティアによる演芸を楽しむ。また、
式典当日の昼食はお祝い膳を用意し、祝杯をあげる。

備　　考

ボランティア土産代

花束（最高齢・米寿）

　　 1,500円× 2名 3,000

 　　1,000円×10名 10,000

記念品（最高齢者）

額（最高齢・米寿）

会場用お花

 　　　600円× 2袋 1,200

70,000

賞状用紙　Ｂ４Ｓ

飲み物・オードブル

計 113,700

3,500

 　　1,300円×10名 13,000

適　　用 積　　算 金　　額

敬老福祉大会参加

檜原村の敬老福祉大会に、顕彰者の出席を援助する。また、顕彰者以外のご利用者
についてもご希望により、できる限り出席していただき、顕彰者を祝う。また、式典
後のアトラクションを楽しむ事により、気分転換の機会とともに、生活の中で変化の
提供を行う。

予　　　　　算

備　　考

積　　算

計 10,600

金　　額 備　　考

ゲスト用花束  　　3,000円×１束 3,000

   　　170円×10本 1,700飲み物（ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ等）

おやつ（飴等）

0

飲み物・お菓子

   　　300円× 3袋

 　　5,000円×１束 5,000

もみじ狩り（紅葉：紅葉週間）

※ユニット費より支出

適　　用

900

予　　　　　算

ゲスト用花束

１０月下旬から１１月中旬にかけ、檜原村は紅葉の時期となる。地域をドライブし
ながら紅葉を楽しみ、季節を感じていただく。
　※ユニット毎に入居者の要望を踏まえ実施する。

計
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全体行事計画予算

　（実施内容）

円

円

　（実施内容）

円

円

　（実施内容）

円
円
円

円

　（実施内容）

円

円

ゆず（3日分：120個） 約12㎏ 12,000

計 12,000

※地域のゆずが手配出来
る際は購入しない

12月22日の冬至の前後に、各ユニットでゆず湯を実施する。日本古来の風習を感じ
ながら、ゆずの香りで癒され、疲れをとっていただく。

予　　　　　算

適　　用 積　　算 金　　額 備　　考

冬至（ゆず湯の実施）

１２月初旬より、喫茶室や施設玄関、各ユニットにクリスマスの飾り付けを行い、
雰囲気作りをする。クリスマス当日は、ユニット毎にケーキ等を食しながら雰囲気を
楽しむ。

装飾代

適　　用 備　　考

ク リ ス マ ス

積　　算 金　　額 備　　考

20,000 ※乾杯用

計 100,000

積　　算 金　　額

開　苑　記　念　日

飲み物（ｼﾞｭｰｽ・ｱﾙｺｰﾙ類）

計 20,000

予　　　　　算

計 30,000

お菓子・飲み物 15,000
装飾代 2,000

備　　考

施設開設日である１２月１日に行う。昼食にお祝い膳を用意し、各ユニットを廻
り、理事長・施設長の挨拶、発声で乾杯を行い、皆で開苑記念日を祝う。

適　　用 積　　算 金　　額

予　　　　　算

適　　用

電飾（イルミネーション）

ボランティア土産代  　　1,300円×10名 13,000

100,000 ※施設玄関装飾用

お楽しみ会（クリスマス演奏会）

ピアノの生演奏を聴き、一緒にハンドベルを演奏したり歌うことで、音楽を楽し
む。後半は、クリスマス会としてお菓子等を食しながら交流することで、楽しい時間
を過ごしていただく。

予　　　　　算

※ユニット費より支出
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全体行事計画予算

　（実施内容）

円

円

円

円
円

　（実施内容）

円

円

円

円

円
円

　（実施内容）

円

円

円

もち米12㎏

適　　用 積　　算 金　　額 備　　考

   　　700円× 12袋 8,400

計 12,840

あんこ・大根・黄粉

飲み物

とり粉200ｇ 　　　 150円× 5袋 750

20,000

 　　1,000円×　4名

積　　算 金　　額

お正月　・　新年交歓会

元日、新しい年を迎えた事を皆でお祝いする。昼食時に理事長・施設長の挨拶及び
乾杯を行い、最高齢の方にだるまの開眼をして頂く。午後は職員による獅子舞を各ユ
ニット等で披露し、お年賀を配る。

予　　　　　算

飲み物（ｼﾞｭｰｽ・ｱﾙｺｰﾙ類）

   　　170円× 7本 1,190

2,500

※もち米1㎏入×12袋
状況により量を調整

アレンジメントフラワー

適　　用 備　　考

4,000 ※入居10年目ご利用者

   　　 70円×400個 28,000お年賀（ﾃｨｯｼｭﾍﾟｰﾊﾟｰ）

110,000正月飾り

苑内初詣費用

施設内の地域交流スペースに、神社の鳥居や賽銭箱などの装飾を施し、雰囲気作り
をする。お参り・おみくじ・絵馬・甘酒等の飲食を提供し、初詣の雰囲気を楽しんで
頂く。また、拝島大師にて厄除けの破魔矢を購入し、１年の安全を祈願する。

苑　内　初　詣

予　　　　　算

計 168,000

備　　考金　　額

計 62,000

30,000

6,000

餅　　つ　　き

12月28日、もち米をふかし、１階地域交流スペースにビニールシートを敷き、杵と
臼で餅をつく。ご利用者でつける方や手返しができる方には参加していただく。つき
あがったおもちは加工し、皆で美味しくいただく。お供え餅も必要数（５セット）作
る。

予　　　　　算

破魔矢 ※破魔矢別途購入
　（拝島大師）

 　 　2,000円× 16本

適　　用 積　　算

32,000

お正月用切花

※門松･だるま･熊手等

※活花用
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全体行事計画予算

　（実施内容）

円
円
円

円

　（実施内容）

円

円

落花生（１kg） 11,000

節　　　　　分

節分の日に、施設長と鬼に扮した職員が施設内を廻り、豆まきにてご利用者ととも
に福を招く。また、年男、年女のご利用者を紹介する。
（節分：令和４年２月３日）

予　　　　　算

いわし（頭）

適　　用 積　　算 金　　額 備　　考
 　　　1,000円×11袋

計 11,720

適　　用 積　　算 金　　額 備　　考

桃　の　節　句

２月中の吉日に喫茶室、各フロアー、ユニット内にひな飾りを行い、３月３日の桃
の節句を雰囲気と共に甘酒や雛あられでお祝いする。
（桃の節句：令和５年３月３日）

予　　　　　算

 　　　1,000円× 1袋 1,000人形用防虫剤

計 1,000

柊   　 　　160円× 2セット 320
400
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　各委員会は以下のものとする。（委員会１５及びプロジェクトの全１６構成）

委 員 会 活 動
　委員会活動は職員の専門性を活かし、ご利用者へのサービス向上を目指すために活動を行って

いく。委員会の活動内容は、職員全員が共有できるよう職員全体会議において報告することとす

る。また、ご利用者サービスの向上は業務改善に向け、生活向上委員会を中心とし、各種委員会

が連携を持つ事とする。尚、各委員会の開催日程と活動内容の性質からＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄの４種に

分け、それぞれの開催方法や日程について調整する。

区　分 委　員　会　名 開　催　日 備　考

①要望・苦情委員会 係長会議当日

②身体拘束廃止委員会 　　　〃

③感染症対策委員会 　　　〃

④安全衛生委員会 　　　〃

Ｂ委員会 ①入居判定委員会
係長会議当日及び随
時調整

※対象者：主に係長以上

①安全対策委員会 随時決定・連絡

②広報・編集委員会 　　　〃

③防災委員会 　　　〃

④アクティビティ委員会 　　　〃

⑤夏祭り実行委員会 　　　〃

①生活向上委員会 調整・事前連絡

②研修委員会 　　　〃

③褥瘡対策委員会 　　　〃

④菜園委員会 　　　〃

⑤外国人介護受入委員会 　　　〃

⑥プロジェクト 　　　〃

※対象者：実務担当者　他

※対象者：主に係長以上及び
各部署推薦者

Ｄ委員会

Ａ委員会

Ｃ委員会 ※対象者：各部署推薦者　他
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区　分 委　員　会　名 開　催　日 備　考

①要望・苦情委員会 係長会議当日

②身体拘束廃止委員会 　　　〃

③感染症対策委員会 　　　〃

④安全衛生委員会 　　　〃

Ｂ委員会 ①入居判定委員会
係長会議当日及び随
時調整

※対象者：主に係長以上

①安全対策委員会 随時決定・連絡

②広報・編集委員会 　　　〃

③防災委員会 　　　〃

④アクティビティ委員会 　　　〃

⑤夏祭り実行委員会 　　　〃

①生活向上委員会 調整・事前連絡

②研修委員会 　　　〃

③褥瘡対策委員会 　　　〃

④菜園委員会 　　　〃

⑤外国人介護受入委員会 　　　〃

⑥プロジェクト 　　　〃

※対象者：実務担当者　他

※対象者：主に係長以上及
び　各部署推薦者

Ｄ委員会

Ａ委員会

Ｃ委員会 ※対象者：各部署推薦者　他



　目　的

　活動内容

　担当者　　◎担当責任者　　○サブ責任者 ※主管　施設長

　目　的

　活動内容

　担当者　　◎担当責任者　　○サブ責任者 ※主管　施設長

  2　月

  3　月

  7　月

  8　月

  9　月

 10  月

 11  月

個別事例検討及び課題の整理

　　　　　　　〃

ご利用者・ご家族からの要望を受け、サービスの向上を図る事を目的とする。ま
た、小さな要望についても委員会内で協議し、早期の対応により、苦情への発展を未
然に減少させる事も目的とする。尚、苦情の申立てが見られた場合については上位機
関である第三者委員に上申する。

ご利用者個々の尊厳を念頭に置き、身体拘束の弊害・高齢者及び障害者虐待につい
て職員に周知を図る。施設として、原則身体拘束は行わない事を確認、個々の事例に
ついて身体拘束に抵触するか否かについて検討、チェックリストの導入を図る。

委員会開催により、個々の事例要件「切迫性」「非代替性」「一時性」の確認及び
拘束の必要性の検討を行う。また、必要に応じて施設環境の整備・職員体制・職員研
修について協議し、虐待や身体拘束廃止について職員に研修・資料配布により周知徹
底を図る。

  4　月

  5　月

　　　　　　◎大木康弘　○星野宏明　　小南敦子　　島﨑一司　　富田圭一　　畑山　剛
　　　　　　　出口達也　  幡野久美子　勝井麻衣

　　　　　　◎畑山　剛　○大木康弘　　小南敦子　　島﨑一司　　星野宏明　　富田圭一
　　　　　　　出口達也　  幡野久美子　勝井麻衣

  1　月

 12  月

  1　月

  2　月

  3　月

個別事例検討及び課題の整理

〃

〃

〃

〃

権利擁護と身体拘束について（全体研修）

年間活動予定 備　　　考

　　　　　　　〃

　　　　　　　〃

高齢者・障害者虐待と身体拘束（専門研修）

　　　　　　　〃

  6　月

　　　　　　　〃

 12  月

　　　　　　　〃

〃

〃

〃

〃

　　　　　　　〃

  5　月

　　　　　　　〃

苦情・要望について検討及び対応の周知

〃

〃

〃

  6　月

  7　月

  8　月

  9　月

・原則、係長会議実施日に開催する
・やむを得ず身体拘束が必要となった
　場合は、「切迫性」「非代替性」
　「一時性」を踏まえ検討する。
　実施となった場合は、経過、記録、
　ご家族への連絡状況について委員会
　で周知・協議する。
・年２回職員研修を通じて、権利擁護
　の意味と虐待・身体拘束について学
　ぶ。
・虐待事例については、社会福祉法人
　緑水会の虐待防止委員会にて対策を
　検討する。

ご利用者・ご家族から寄せられたご要望・ご意見について周知及び検討・対応を行う。

２．虐待防止委員会・身体拘束廃止委員会（Ａ）

・原則、係長会議実施日に開催する
・各月とも前月までの対応について、
　確認及び評価を行う
・苦情事例については、委員会として
　苦情受付責任者とともに、第三者委
　員会との連絡調整を行う
・要望については、対応を協議し、決
　議機関として施設全体に周知する
・要望及び苦情について、迅速性が必
　要な場合は臨時委員会を開催する。
・不適切なケアについては、質の向上
　小委員会と連携し改善に取り組む

１．要望・苦情委員会（Ａ）

年間活動予定 備　　　考

 10  月

 11  月

  4　月
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　目　的

　担当者　　◎　担当責任者　　○　サブ責任者 ※　主管　施設長

年間活動予定 備　　　考

　目　的

　活動内容

　担当者　　◎　担当責任者　　○　サブ責任者 ※　主管　施設長

　　　　　　◎衛生管理者：施設長　　産業医：田原邦朗　  　　

  3　月

  4　月

  5　月

  6　月

  7　月

  8　月

 11  月

  9　月

施設は、感染症に対する抵抗力が弱い高齢者が集団で生活する生活の場である。こ
れを認識した上で、感染症を予防する体制を整備し対策を実施。感染症発生時には迅
速で適切な対応に努める。また、委員会の決定事項について周知徹底を図る。

①施設内感染対策の立案②指針・マニュアル等の作成③施設内感染対策に関する職員
への研修④新規ご利用者の感染症の既往の把握⑤ご利用者・職員の健康状態の把握⑥
感染症発生時の対応と報告⑦各部署での感染対策実施状況の把握と評価把握

労働災害防止に努めると共に、４Ｓ活動「整理・整頓・清掃・清潔」及び腰痛予
防・メンタルケア対策に取組む。※セクハラ・パワハラ等の相談及び対応

　　　　　　◎幡野久美子　○勝井麻衣　　小南敦子　　島﨑一司　　大木康弘　　星野宏明
　　　　　　　富田圭一　　　畑山剛　　　出口達也

  4　月

  5　月

  6　月

 12  月

    〃

    〃

　　〃　・点検結果による対策

　　〃　・点検結果による対策

　　〃　・点検結果による対策

 10  月

 12  月

  1　月

  2　月

職場内環境等の点検・健康診断実施 ・腰痛や他の災害となる原因の洗い出
　しを行い、これを基に設備や作業方
　法等について改善を図る。
・４Ｓ活動を掲示し周知徹底を図る。
・衛生管理者は、週１回以上施設内を
　巡視。
・産業医は月１回以上施設内を巡視。
・委員会の開催は毎月１回以上。
・委員会の開催は担当責任者が招集。
・メンタルケア研修の企画調整
・メンタルケアに関する相談窓口
・職場復帰への相談支援
　※ストレスチェックは８月に実施する。

　　〃　・点検結果による対策

　　〃　・点検結果による対策

　　〃　・労働災害の状況把握と対策

　　〃　・ストレスチェックの実施

　　〃　・労働災害の状況把握と対策

　　〃　・夜勤者健康診断実施

　　〃　・ストレスチェック評価

　　〃　・インフルエンザ予防接種実施

 11  月

年間活動予定 備　　　考

　　　　　　○出口達也　　小南敦子　　島﨑一司　　大木康弘　　星野宏明
　　　　　　　富田圭一　　畑山　剛　　幡野久美子　勝井麻衣

４．安全衛生委員会（Ａ）

　労働災害防止と快適な職場環境の整備を図り、職員の安全と健康を確保する取り組
みを行う。

３．感染症対策委員会（Ａ）

　活動内容

  1　月

  2　月

委員会開催（感染状況確認） ・委員会は原則月１回開催するが、感

　染症の状況によっては、随時開催す

　る。

・委員会の開催は、担当責任者が招集

　し開催する。

・記録は担当責任者が指名する。

・活動内容については、基本的に年間

　活動予定に依るが、状況に応じて討

　議内容を随時提案する事とする。

　　〃　　  3　月

    〃

　　〃　　（食中毒対策検討）

  7　月 　　〃　　

    〃

　　〃　　（感染対策検討：ノロ感染）

    〃

    〃

    〃  8　月

  9　月

 10  月
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　活動内容

担当者　　◎　担当責任者　　○　サブ責任者 ※　主管　施設長

　目　的

　活動内容

担当者　　◎　担当責任者　　○　サブ責任者 ※　主管　介護課長

    〃　      ※次年度事業計画作成

    〃

　　　　　◎富田圭一　○畑山　剛　　星野宏明　　大木康弘　　石倉雄太　　川合裕久
　　　　    井梅智広　小野寺直子　　森本洋之　　井上将哉

年間活動予定 備　　　考

委員会の開催　※昨年度事故分析  委員会は原則月１回開催する。委員会
の開催は、担当責任者が招集する。
・影響度分類に応じたリスクマネジメント
・事故マニュアルの検討
・前月度の報告、進捗状況の確認、課
　題に対する対応の検討を行い安全な
　施設作りを目指す。
・事故防止指針に基づき運営する。
・医療的ケア対策委員会も兼ねる。
・センサー・テストール等の管理
【課題】
・PDCAサイクルの徹底（特にCを強化）
・事例検討会と気づき

    〃　

  9　月

    〃　      ※事故分析の報告

  8　月

    〃　      

①事故及びヒヤリハット事例を影響度分類にて精査し、分析、再発防止策の検討・
策定、防止策の実施、防止対策実施後の評価を行う。（喀痰吸引等の事故対策含む）
②研修プログラムの検討及び実施。③係長会議及び職員全体会議等への報告。

    〃

  3　月

６．安全対策委員会（Ｃ）

  6　月

  7　月

介護事故（医療的ケア含む）を防止し、安心・安全を確保した質の高い介護を提供
する為に多職種協働でリスクマネジメントを行う。

  2　月

  1　月

    〃

  4　月

  5　月

東京都特別養護老人ホームにおける優先入居に関するガイドライン及び施設入居指
針、厚生労働省指定介護福祉施設等の入居に関する指針に基づき、入居決定過程の透
明・公平性の確保の為、入居判定委員会を設置する。優先入居を検討する事により円
滑な入居を図る。

入居申込者の情報を基に入居の緊急度を審査し、優先順位の判定審査を行う。また、
要介護２以下の申込者については、特例入居の可否について検討を行う。

  4　月

    〃　      ※上半期事故分析

 11  月

 12  月     〃

    〃

    〃

 10  月

　　　〃

　　　〃

優先順位の検討及び上半期状況確認

  2　月

　　　〃

 10  月

　　　〃

　　　〃

優先順位の検討及び前年度下半期状況確認

優先順位の検討

　　　〃

　　　〃

優先順位の検討

５．入居判定委員会（Ｂ）
　目　的

　　　　　◎大木康弘　○幡野久美子　小南敦子　　島﨑一司　　星野宏明　　富田圭一
　　　　　　畑山　剛　　出口達也　  大町　顕　　勝井麻衣

年間活動予定 備　　　考
・毎月１回以上開催する。
・委員会の開催は担当責任者が招集す
　る。
・審議内容の議事録及び優先度評価に
　使用した資料は、当該年度の翌年度
　から２年間保管する。
・入居の最終決定は特例入居を含め、
　優先度の高い順位にある者のうち、
　施設における適切なサービス提供及
　び運営を考慮し個別の事情を総合的
　に勘案し施設長が決定を行うものと
　する。
・臨時委員会を開催する。

　　　〃

  5　月

  6　月

  7　月

  8　月

  9　月

  3　月

 11  月

 12  月

  1　月
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　目　的

　活動内容

担当者　　◎　担当責任者　　○　サブ責任者 ※　主管　施設長

　活動内容

担当者　　◎　担当責任者　　○　サブ責任者 ※　主管　施設長

次年度事業計画作成

  3　月 年度報告

・毎月１回開催。
・令和５年度は以下の５点について
　取り組む。
　①ＢＣＰを主体とした防災訓練の実施
　　(合同訓練含む)
　②訓練に対する職員の意識向上
　③消防署を交えた実地訓練の実施
　④不審者対策計画の作成・実施
　⑤非常食配給訓練

・事業継続計画（自然災害）見直し

・事業継続計画（感染症）見直し

・事業継続計画（感染症）見直し

・地域住民受入れ体制見直し

・地域住民受入れ体制見直し

・豪雪対応見直し

・豪雪対応見直し

・不審者対策計画作成

・不審者対策計画作成

　苑だよりの編集・発行。桧原苑ホームページの随時更新・リニューアル。ＳＮＳを
活用した施設行事等の情報発信を行っていく。

７．広報・編集委員会（Ｃ）

　　〃　　　　　・YouTube用動画撮影

前年度に続き、苑だよりなどのコンテンツを通じ、ご利用者の様子や施設の活動を
ご家族や地域等にお知らせする。また、ソーシャルネットワークサービスの普及に伴
う需要の増加に焦点をあて、YouTubeを活用した動画の配信等により情報発信、入居
者・人材の確保につなげていく。

  7　月

  8　月

　　　　　◎三浦寛武　　○井梅智広　　畑山剛　　大久保貞男　　大町顕　　井上将哉
　　　　　　高橋正子　　　勝井麻衣

備　　　考

委員会開催　　　・苑だより119号発行

　　〃　　　　　・苑だより120号発行

　　〃　　　　　・YouTube用動画編集

令和５年度は以下に力を入れて活動し
ていく。

・YouTubeを活用した動画配信
・ホームページの大幅なリニューアル
・ツイッターやホームページのコンテンツ
　更新
・桧原苑だよりの発行

　　〃

　　〃

　　　　　◎三浦寛武　○大町　顕　富田圭一　出口達也　古川俊春　井上将哉 　鈴木陽介

  6　月

各種災害（火災・地震・自然災害・感染症・不審者等）からご利用者・職員を守
り、未然防止及び災害被害の軽減を図る。

  9　月 　　〃　　　　　・YouTube用動画撮影

年間活動予定

　　〃　　　　　・YouTube用動画編集

　　〃　　　　　・苑だより121号発行

　目　的

  4　月

  5　月

 11  月

　　〃　　　　　・YouTube用動画撮影

　　〃

８．防災委員会（Ｃ）

  2　月

ＢＣＰ（事業継続計画）や各防災マニュアルの定期的な見直し、職員の意識向上を目指した
取組を行う。また、災害時において迅速な対応を行い、被害を最小限に食い止めることを目的
とした実践的な防災訓練を実施する。（自衛消防審査会への参加支援を含む）

  3　月

 10  月

  1　月

 12  月

　　〃　　　　　・YouTube用動画編集

  2　月

 12  月
 11  月

  8　月
  9　月
 10  月

  1　月

備　　　考年間活動予定

  4　月
  5　月

訓練活動予定 計画作成・見直し予定

訓練活動予定は
「防災訓練等実施計

画」
の通り

・事業継続計画（自然災害）見直し

  6　月
  7　月
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　活動内容

担当者　　◎　担当責任者　　○　サブ責任者 ※　主管　介護課長

　活動内容

担当者　　◎　担当責任者　　○　サブ責任者 ※

　　　〃

年間活動予定 備　　　考

　　　　　◎小南敦子　〇星野宏明　島﨑一司　　髙木友明　　大木康弘　　富田圭一　　三浦寛武
　　　　　  金井一成　　石川亮　　大久保貞男　　島根祥太　　栗原深雪　幡野久美子　勝井麻衣
　　　　　　※その他、必要に応じてメンバーを追加していく。

１０．夏祭り実行委員会（Ｃ）
　目　的

夏祭りの準備等を通じて、職員のモチベーション向上と法人職員として連帯感の醸
成を図る。また、地域・職員・ご利用者・業者などとの交流により、法人及び施設の
社会化に繋げていく。

①夏祭りの事前準備　②当日の役割分担　③雨天等中止の対応　④当日の運営
⑤次年度に向けての反省　⑥その他

主管　施設長

　　　〃　　　　今年度の活動評価　

　　　〃　　　　次年度に向けての課題

　　　〃　　　　次年度事業計画作成

【課題】
・感染防止を踏まえ企画する。
・役割分担と当日のスケジュール

桧原苑の夏祭り実施

反省と次年度開催の課題検討

  4　月

行事の起案作成・行事の実施

　　　〃　　　　

　　　〃　　　　

　　　〃　　　　

　　　〃

 10  月

 11  月

 12  月

委員会の開催

９．アクティビティ委員会（Ｃ）

①“その人らしさ”アンケートを年１回実施する。②年間行事計画を作成する。
③行事計画の起案作成に伴い役割担当を決める。（役割担当は、委員以外にも依頼す
る）④“その人らしさ”アンケート及びご家族の要望・行事参加状況を踏まえ行事参
加者を決定する。⑤行事報告書を参加者の反省を踏まえ作成する。

　目　的

施設の全体行事を主に担当し、施設行事への参加を通してご利用者の生活の質の向
上と社会性の維持・向上を図ることを目的とする。行事参加の要望（アンケート：ご
利用者・ご家族）を踏まえ、参加ご利用者を選定する事で高い満足度に繋げていく。

  8　月

  9　月

  5　月

  6　月

　　　　　◎坂本芳行　〇高橋正子　　星野宏明　　岡部揚仁　　勝井麻衣　　多田三枝子

年間活動予定

  2　月

  3　月

  9　月

 10  月

        

 11  月

 12  月

  1　月

  5　月

  6　月

  7　月

  8　月

        〃

        〃

備　　　考
・年間行事計画書を作成する。
・委員会の開催は、担当責任者が招集
　し開催する。
・行事の起案は委員会メンバーが作成
　する。行事担当は、他の職員に依頼
　して委員と一緒に行事を行ってい
　く。
・行事参加ご利用者は、アンケート等
　を踏まえて委員会中心で決定してい
　く。
・グループ外出の外出先については、
　ご利用者アンケートを踏まえ、事前
　に相談の上（安全性を考慮）決定す
　る。

  3　月 　　　〃

  1　月

  2　月

  4　月

  7　月

　　　〃

　　　〃
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　活動内容

担当者　　◎　担当責任者　　○　サブ責任者

【質の向上小委員会】
・施設内の課題に対する取り組み（検証）を行い、将来外部発表できるように研究
　する。（アロマテラピー「香の力」・看取りケア・移動ワゴンなど）
・ケアプランに伴う個別ケアやケース記録の向上に向けた取り組みを行う。
・適切なおむつの使用に向けて
・不適切なケアに気づき虐待の芽を積む取り組み

        〃

  7　月

　目　的

ご利用者に対するサービス全般の向上を念頭に置き、様々なニーズに対して多角的
に検討を行ない、改善して行く事を目的とする。また、事例研修や職員交流に取り組
み、顧客満足度（ＣＳ）・職員満足度（ＥＳ）の向上を図る。

各小委員会の開催

年間活動予定

※各小委員会は必要に応じてメンバーを追加していく。

【職員交流小委員会】
・職員交流を通じて、他部署との意見交換を行い、相互の信頼関係を深めていく。

【マニュアル小委員会】
・マニュアル作成、変更、更新を行い、同時にマニュアル内容を映像化する事で周知
　徹底を図る。

  1　月

        〃

        〃

１１．生活向上委員会（Ｄ）

※　主管　介護課長

  4　月

  5　月

        〃

【職員交流小委員会】
　○栗原深雪　　佐藤淳紀　　岡部揚仁 　　宮地みゆき　　清水大地

【マニュアル小委員会】
　○金井一成　　石川　亮　 　大久保貞男　　島根祥太　　栗原深雪　　幡野久美子

  6　月

今年度の委員会活動評価

次年度委員会活動検討／取り組み事例発表

        〃

        〃

        〃

  8　月

  9　月

 10  月

 11  月

　◎星野宏明

【質の向上小委員会】
　〇栗原麻愛　　森本洋之　　佐藤淳紀　　高橋正子　　坂本鉱樹　　大町顕

  2　月

  3　月

 12  月

        〃

        〃

備　　　考

　以下３つの小委員会を設置し、個々の

課題に向け検討していく。

【質の向上小委員会】

　・事例研究等の取り組み

　・おむつ検討

　・記録や不適切なケアへの取り組み

【職員交流小委員会】

　・職員の交流の場を作っていく。

【マニュアル小委員会】

　・随時手順書作成

　・マニュアルの定期的な見直し

　（基礎の徹底）
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　活動内容

担当者　　◎　担当責任者　　○　サブ責任者 ※　主管　介護課長

　活動内容

担当者　　◎　担当責任者　　○　サブ責任者 ※主管　介護課長

１２．研修委員会（Ｄ）
　目　的

人財育成と職員の質の向上を目指し、年間研修計画を作成し実施する。研修の実施
に当たっては、職員の意向や職場内の課題を踏まえ行っていく。

（１）役職者等研修の実施（２）新人職員研修及びスキルアップ研修の実施（３）課
題別研修 ①生活リハビリと腰痛 ②メンタルケア研修 ③権利擁護研修 ④リスク
マネジメント研修 ⑤介護技術（気づき・緊急対応・感染防止・その他） ⑥外部研
修支援

　　　　　◎富田圭一　　〇金井一成　　小南敦子　　大木康弘　　星野宏明　　石川　亮
　　　　　　大久保貞男　　栗原深雪　　島根祥太　　幡野久美子

年間活動予定 備　　　考

  4　月 施設内研修　新入職員研修（前期） 　委員会開催は担当責任者が招集する。
【研修形式】
　①全体研修（講義）
　②グループ研修
　（グループワーク形式）
　③外部研修報告
　④課題別研修（自由参加）
　⑤自主勉強会（資格取得）
【人財育成】
　①チューター制度の充実
　②業務管理シートの活用の充実
　③レベル認定とアセッサー養成
　④キャリアパス生涯対応研修

  5　月 　　〃　※新人研修（技能実習他）

  6　月 　　〃　　主任・リーダー職員向け研修

  7　月 　　〃

  8　月 　　〃　

  9　月 　　〃　　中間管理職・管理職向け研修

 10  月 　　〃　　新入職員研修（中期）

 11  月 　　〃

 12  月 　　〃　※中堅職員研修

  1　月 　　〃　※次年度研修計画作成

  2　月 　　〃　　新入職員研修（後期）

  3　月 　　〃　　中堅職員向け研修

１３．褥瘡対策委員会（Ｄ）
　目　的

身体の清潔保持、除圧・徐圧による血流障害の防止、栄養障害の予防及び改善を図
り、褥瘡の予防・改善を行う。また、職員研修を実施し、褥瘡知識の共有・ケアの標
準化を図り、委員会を通じてマニュアル、指針の見直しと多職種連携を強化する。

　①指針・マニュアル等の見直し、草案作成 ②褥瘡に関する職員への研修 ③ご利用
者の褥瘡の把握 ④褥瘡対策の立案、評価報告

　　　　　◎ 島根祥太　　○山﨑慎太郎　　星野宏明　　富田圭一    畑山　剛　　 栗原麻愛
　　　　　   小野寺直子　　福島紗穂　　  勝井麻衣   小林ひろみ

年間活動予定 備　　　考
  4　月 委員会の開催

・毎月１回以上開催する。（褥瘡者、
　褥瘡の高リスク者の情報収集及び把
　握・検討・対策の確認等）
・委員会の開催は担当責任者が招集し
　開催する。
・記録は担当責任者が指名する。
・職員教育の研修は委員会で実施内容
　を検討のうえ日程調整し、実施する。
・エアマット・クッション使用者把握

  5　月     〃
  6　月     〃
  7　月     〃
  8　月     〃
  9　月     〃
 10  月     〃
 11  月     〃
 12  月     〃
  1　月     〃
  2　月     〃
  3　月     〃
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　目　的

　活動内容

担当者　　◎　担当責任者　　○　サブ責任者 ※　主管　理事長

　活動内容

担当者　　◎　担当責任者　　○　サブ責任者 ※　主管　　施設長

担当者を中心に、畑において季節の野菜作りを行う。雑草の生える時期や収穫の時期には、職
員の協力を仰ぎ、普段関わる機会の少ない部署間での交流の場としていく。

外国人技能実習生や特定技能の外国人介護人材を定期的に受け入れるにあたって、
事前準備、日本語能力試験、技能実習評価試験、介護福祉士資格取得に向けたサポー
トを行う。また、地域交流・生活支援・職員交流のサポートも行い、人財確保に繋げ
る。

１５．外国人介護受入委員会（Ｄ）

①外国人技能実習生受入（3期生）②日本語能力試験 ③技能実習評価試験（専門級
宇・初級）④介護福祉士勉強会 ⑤職員交流 ⑥管理団体監査及び在留管理局届出
⑦その他

　　　　　◎星野宏明　〇小南敦子　石川　亮　金井一成　栗原深雪　大久保貞男　島根祥太

　　　　  ◎高木友明　　〇石川　亮　※その他のメンバーは決めず、随時招集する。

年間活動予定 備　　　考

  4　月 　ジャガイモ　/　里芋

備　　　考

  4　月 委員会開催 　委員会開催は毎月実施し、現状と課題を共
有する。※外国人技能実習生２名入職予定

【次年度の取り組み】
・外国人技能実習生：３期生の受入準備
（住居の確保と日用品など）
・日本語能力試験のサポート（N2）
・技能実習評価試験（初級：12～2月予定）
・介護福祉士資格取得勉強会
・管理団体の定期監査
・特定技能外国人の在留管理局への届出
・職員交流（日帰り旅行など）
・日本文化の体験学習

  5　月 　　〃　　

  6　月 　　〃　　※３期生受入予定

  7　月

  2　月 　　〃　　（技能実習評価試験：初級※）

　　〃　　

  9　月 　　〃　　

 10  月 　　〃　　※次年度外国人受入検討

 11  月

  3　月 　　〃　　

１４．菜園委員会（Ｃ）

地産地消の取り組みの一つとして近隣に畑を借り、様々な野菜を育てご利用者に提供
していく。

 12  月 　　〃　　

  1　月 　　〃　　

　目　的

　　〃　　

　人参

  9　月

　　〃　　　

  8　月

年間活動予定

  3　月 〃

〃

　大根　/　白菜

 10  月

【今年度の取り組み課題】
・借りている畑で、季節の野菜を育て
る。
・収穫の際は、利用者や職員の参加を検
討する。
・雑草の生える時期は、職員の協力をお
願いし、施設全体の交流の場とする。
・山側の菜園の管理を行う。

  5　月 〃

  6　月 　きゅうり

〃

  2　月

  7　月 〃

  8　月

〃

 11  月 　玉ねぎ

 12  月 〃

  1　月
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　活動内容

担当者　　◎　担当責任者　　 ※主管　　施設長

  6　月     〃

  7　月     〃

【苑内保育プロジェクト】
　◎佐藤淳紀　石川　亮　島根祥太　幡野久美子

年間活動予定 備　　　考

  4　月 プロジェクトは、随時開催とする。 ・プロジェクト開催は、担当責任者
　が招集する。

　①上記プロジェクトの課題を整理
　②管理者等へ意見具申
　③目標設定※内容決定
　④決定事項の周知
　⑤実施後の評価
　⑥見直し
　⑦再目標設定※次年度に向けて

  5　月     〃

【コスト削減プロジェクト】
　・光熱費削減、コピー代や事務費削減、残業等業務削減、業務改善（効率化）、
　　検印及び紙の書類削減、年休取得推進などに取り組む。

【苑内保育プロジェクト※働きやすい職場創り】
　・苑内保育導入準備、苑内保育の周知、対象者ニーズ把握、必要物品検討、児童受
　　入れとご利用者との交流の推進などに取り組む。※コロナ禍で感染予防に留意す
　　る。

 11  月     〃

    〃

 10  月

    〃

１６．プロジェクト（コスト削減･苑内保育プロジェクト）

    〃

※その他、必要に応じてプロジェクトを立ち上げていく。

【コスト削減プロジェクト】
　◎三浦寛武　石川　亮　山崎慎太郎　小澤智之　大木康弘　富田圭一

    〃

    〃

  8　月

　目　的

施設の課題を挙げ、検討する場としてプロジェクトを立ち上げる。担当者を選定
し、課題に対し話し合い、整理したうえで管理監督者会議や係長会議に意見具申して
いく。

  9　月

    〃

    〃

 12  月

  1　月

  2　月

  3　月
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　（活動方針）

　（担 当 者）　　小南敦子　　

（活動方針）

（担 当 者）　　出口とみ　

書道物品等 円
円

（活動方針）

円

桶等の用品 円
円

（活動方針）

円

円

山﨑さとみ　　出口とみ　　大久保貞男　　星野宏明

（担 当 者）　

（担 当 者）　

蔦谷益弘　大串美代子

15,000

活動日

積　　算

社会資源を活用し、毎月１回、檜原村の移動図書館（やまぶき号）に来苑していた
だく。ご利用者のニーズに沿った書籍を援助するとともに、社会性の向上を図る。

積　　算

温泉クラブ「仙湯」

活動日

喫茶室

10,000

金　　額積　　算

月１回　　第一水曜

5,000

９：００～１１：３０ 多目的室月１～２回　　木曜日

予　　　　　算

入浴剤

活動時間

質の向上小委員会

４階「仙湯」

図書クラブ（移動図書館）

活動場所

計

5,000

15,000

適　　用

備　　考適　　用 積　　算 金　　額

宮本政彦

生け花クラブ・写真クラブ

花代　実費１回1,000円

金　　額 備　　考適　　用

備　　考

計

金　　額

温泉や銭湯の好きなご利用者を対象に、入浴を楽しんで頂く。また、同様の趣味を
持つご利用者の社交の場として位置付け、社会性の保持を目指す。

クラブ活動計画

月１回　　

予　　　　　算

地域より講師を招き、ご利用者・地域の方が参加し、気軽に花を生ける雰囲気を心掛ける。
地域福祉・地域貢献の意味を含め実施する。また、写真クラブでは、苑周辺を散策しながら四
季の景色や植物、身近なものを撮り楽しみのひとつとして活動していく。

活動時間

１４：００～１５：００

ご利用者・地域の方（ボランティア）が参加し、気軽に書道を楽しめる雰囲気を心
掛ける。地域福祉・地域貢献の意味を含め実施する。

活動時間活動日 活動場所

活動日 活動場所

会議室

適　　用

計

午　　前

備　　考

書道クラブ

活動場所

月１回　　第一水曜

飲み物（ｲﾝｽﾀﾝﾄｺｰﾋｰ他）

活動時間

午　　後

5,000

5,000
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　（活動方針）

　（担 当 者）　　星野宏明　　

円

円

介護課
相談課

総務課
介護課

ボランティアの
受け入れ

相談課
介護課

　自宅での入浴が困難な地域の
方に、施設の資源（機械浴・リ
フト浴など）を使用して頂き、
社会福祉資源として施設の役割
を担う。

随　時
リフト浴・機械浴

使用希望者受け入れ

施設長
相談課
介護課
総務課

担　当　者

地域社会への
貢献事業

（施設設備開放）

事　業　名

その他の計画

活動時間 活動場所

年４回　　 １４：００～１６：００

実習生、研修生
インターンシップの

受け入れ

お料理クラブ

ご利用者と喫茶室を活用し手作り料理を作って楽しむ。また料理などを行うことで、生活リ
ハビリの一環としてご利用者の日常生活の向上を行っていく。メニューに関してはご利用者の
要望を聴き取りながら計画していく。

活動日

随　時

事業内容

桧原苑の施設設備・備品（地
域交流スペース・各会議室・喫
茶ルーム・その他の備品）を地
域の方々やグループに使用して
頂き、社会福祉法人の地域社会
への貢献（公益的取組）を図
る。

行政・教育機関等からの依頼
により受入れを行う。福祉活動
の啓蒙、福祉従事者の養成に寄
与するとともに、社会福祉資源
として施設の役割を担う。

ボランティアの受入れを積極
的に行う事で、施設として側面
的支援を受けるのみでなく、施
設サービスに対する理解・意識
の向上に努め、ソーシャルサ
ポートネットワークの広がりへ
と繋げて行く事を目的とする。

実施日

随　時

随　時

喫茶室

小南敦子　　畑山剛　　井上貴江　　出口とみ　　

予　　　　　算

適　　用 積　　算 金　　額 備　　考

計 12,000

材料代　１回3,000円 12,000
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  ４）地域包括ケア政策における共生社会の実現の為の社会福祉法人の地域貢献を念頭に置き、

令和５年度　桧原苑居宅介護支援事業所　事業計画

２．ご利用者確保の取り組み策等

　　う中立公正な立場でサービスを調整する。

　３）事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連

 　　携を図り、包括的・総合的なサービスの提供に努める。

　　月１回以上の訪問及び日常での電話連絡等を行うことによりご利用者の状況把握を行い、居

　　特性、状態に配慮して独自のアセスメントツールを使用してサービス計画を策定する。

１．事業運営の基本方針

　２）事業の実施にあたり、ご利用者の人権及び意思を尊重し、ご利用者の自己決定に基づき適

　　できるよう、ご利用者の目線を念頭に置き、援助を行う。

　暮らし続けられるよう行政・保健・医療・福祉と包括的に連携を取り、ご利用者一人ひとりが

　　利用者の同意を得た上で、サービス事業者等と連絡調整を行う。また、介護保険施設への入

３．サービス提供計画

　　要介護者の状況と意思決定に基づき、適切な介護・保健・医療・福祉サービスが多様な事業

　所から総合的かつ効率的に提供できるよう配慮し、また要介護者の人格・人権を最優先し、常

　　ご利用者が可能な限り居宅において、有する能力に応じた、自律した日常生活を営むことが

　 必要に応じたサービスを受けられるよう公正中立な立場で調整し、生活の質の向上に努める事とする。

　　支援する上で解決しなければならない課題の把握及び分析を行い、その課題に基づき居宅サ

　　地域福祉の拠点として、居宅介護を必要とする高齢者が可能な限り現存する能力に応じて日

　　桧原苑居宅介護支援事業所は、法人の基本理念に則り、高齢者が住み慣れた地域で安心し、

　１）事業所の介護支援専門員は、ご利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、

      地域の社会資源として、ご利用者への包括的な支援に努める。

　　ービス計画を作成する。当該地域における指定居宅サービス事業者に関するサービスの内容

　にご利用者の立場に立ち常に「寄り添う」サービスを提供する事とする。

  ５）必要に応じ、地域特性に即したＩＣＴ化に努める。

　１）介護支援専門員は、原則ご利用者の居宅を訪問し、ご利用者及びそのご家族に面接して、

　　切な保健医療及び福祉サービスが、一体・継続的に、また総合的かつ効率的に提供されるよ

　　ービス事業者等との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握するとともに

    宅サービス計画の変更及びサービス事業者等との連絡調整、その他便宜の情報提供を図る。

　２）介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後においても、ご利用者及びそのご家族、サ

　常生活が送れるよう、地域包括支援センター、社会福祉協議会、民生委員等と連絡を密にし、

　かつ、地域住民にとって有益な情報の提供を図り、地域との結びつきを強化し「地域に根差し

　た福祉」の実現念頭に置き、結果としてご利用者確保に繋がるよう努める事とする。

　　所が必要となった場合には、連絡調整・情報提供を行う。課題の分析についてはご利用者の

　　等の情報を提供し、サービスの選択を求め、居宅サービス計画及びサービス事業者に関しご
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　　所事業（併設空床型１０床）を行っていく。受入れに当たっては、担当支援員との連携及び

　　情報共有を図り、ご利用者ご家族の意向や障害の特性に応じた適切なケアを提供していく。

　　

　　常よりその体制の確保に努める。

　４）一人暮らしや老老介護となっている方、天災被害に遭われた方、また虐待被害による措置

　族を側面から支援する目的で短期入所生活介護事業を行う。ご利用に際しては、ご本人の身体

　入所事業所として地域の障害者の受入れ（緊急時）を行うことで、地域で暮らせる安心と信頼

　接点や人間関係等、社会性の向上にも着目しながら援助を行うこととする。また、障害者短期

　を提供し、共生型の地域創りに貢献する。

　面及び精神面での支援を行うのみならず、施設ご利用者と一緒に過ごしていただくことによる

　　会を多く持っていただき、社会性や活動意欲の向上を図る。

　３）施設看護師による２４時間オンコール体制及び主治医との連絡確保により、健康面の安心

　　を提供し、定期利用による在宅介護者のレスパイト（介護休養・リフレッシュ）に繋げる。

　　在宅で生活されている要支援者及び要介護者を支援すると共に、在宅介護を支えているご家

　　める。

　　員の連携により、身体機能・日常生活動作の維持向上に努める。また、ご利用中の心身の状

　すると共に、職員の交替時及び法改正等、必要に応じて事業所内研修を実施する事とする。

４．従業者の研修計画

      支援も行う事とする。

　５）地域が抱える課題や地域福祉充実のため、また共生型の観点から、引き続き障害者短期入

令和５年度　桧原苑短期入所生活介護　事業計画

１．事業運営の基本方針

　　介護支援専門員の資質向上を図る為、必要に応じ外部の専門研修及び法人の内部研修に参加

　　入所、精神疾患や認知症の方、緊急に支援が必要な方については積極的に受入れを行い、日

　２）ご利用者の生活習慣や意思を尊重した中で、施設ご利用者との交流や様々な活動参加の機

　　態や栄養面の観察に於いても、介護職員・看護師・管理栄養士との連携により健康維持に努

　１）ご利用者が在宅に於いて、ご自身でできることが継続できるよう、介護職員とリハビリ職

      特例入所要件緩和に伴い、軽度者についてもその必要性を充分に検討のうえ、施設入所の

　　う説明を行うと共にご家族に対し、介護等の相談について応じる事とする。

    新型コロナウイルスに対しては、行政の指示・指導を仰ぎながら、対応して行く事とする。

　　で開催し、担当者から意見を求める。尚、令和５年５月に取り扱いの変更が予定されている

　３）介護支援専門員は、必要に応じサービス担当者会議を当該事業所またはご利用者の自宅等

　　より、ご利用者またはそのご家族に対し、サービスの提供方法について、理解しやすいよう

　４）介護支援専門員は、居宅介護支援の提供にあたっては、ご利用者への自宅訪問や電話等に

  ５）支援にあたってはご利用者のみならず、ご家族の生活を包括的に支援する事を念頭に置き、
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